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令和５年度税制改正の大綱 

 

令和４年12月23日  

閣 議 決 定  

 

家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、

ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒久化を行うとともに、スタートアップ・エコシステムを

抜本的に強化するための税制上の措置を講ずる。また、より公平で中立的な税制の

実現に向け、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入、グ

ローバル・ミニマム課税の導入及び資産移転の時期の選択により中立的な税制の構

築を行う。加えて、自動車重量税のエコカー減税や自動車税等の環境性能割等を見

直す。租税特別措置については、それぞれの性質等に応じ適切な適用期限を設定す

る。具体的には、Ⅰのとおり税制改正を行うものとする。 

また、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について、Ⅱのとおり決定す

る。 

 

Ⅰ 令和５年度税制改正 

 

一 個人所得課税 

１ 金融・証券税制 

（国税・地方税） 

〔延長・拡充〕 

（1）非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

（ＮＩＳＡ）について、次の措置を講ずる。 

① 非課税累積投資契約に係る非課税措置（つみたてＮＩＳＡ）の勘定設定期

間を令和５年 12 月 31 日までとする。 

② 特定非課税累積投資契約に係る非課税措置について、次の措置に改組する。 

イ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定

累積投資勘定（仮称）を設けた日以後に支払を受けるべき特定累積投資勘

定（仮称）に係る株式投資信託（その受益権が金融商品取引所に上場等が
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されているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行わ

れたものに限る。以下「公募等株式投資信託」という。）の配当等（当該

金融商品取引業者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。）

については、所得税及び個人住民税を課さない。 

ロ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定

累積投資勘定（仮称）を設けた日以後にその特定累積投資勘定（仮称）に

係る公募等株式投資信託の受益権の譲渡等をした場合には、その譲渡等に

よる譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さない。また、当

該公募等株式投資信託の受益権の譲渡等による損失金額は、所得税及び個

人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなす。 

ハ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定

非課税管理勘定（仮称）を設けた日以後に支払を受けるべき特定非課税管

理勘定（仮称）に係る上場株式等の配当等（当該金融商品取引業者等がそ

の配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。）については、所得税及

び個人住民税を課さない。 

ニ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定

非課税管理勘定（仮称）を設けた日以後にその特定非課税管理勘定（仮称）

に係る上場株式等の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等

については、所得税及び個人住民税を課さない。また、当該上場株式等の

譲渡等による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適

用上、ないものとみなす。 

ホ 特定非課税累積投資契約（仮称）とは、上記イからニまでの非課税の適

用を受けるために居住者等が金融商品取引業者等と締結した公募等株式投

資信託の受益権の定期かつ継続的な方法による買付け等に関する契約で、

その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。 

（イ）公募等株式投資信託の受益権の管理は、特定累積投資勘定（仮称）

（当該契約に基づき非課税口座で管理される公募等株式投資信託の受益

権の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、令和６

年以後の各年に設けられるものをいう。）において行うこと。 

（ロ）当該特定累積投資勘定（仮称）は、原則として各年の１月１日におい
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て設けられること。 

（ハ）当該特定累積投資勘定（仮称）には、現行の累積投資勘定に受け入れ

ることができる公募等株式投資信託の受益権のうち、次に掲げる公募等

株式投資信託の受益権のみを受け入れること。 

ａ その居住者等の非課税口座に特定累積投資勘定（仮称）が設けられ

た日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当該金融商品取引業

者等への買付けの委託等により取得した公募等株式投資信託の受益権

で、当該期間内の取得対価の額の合計額が 120 万円を超えないもの

（公募等株式投資信託の受益権を当該特定累積投資勘定（仮称）に受

け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定（仮

称）に受け入れている買付けの委託等により取得した特定上場株式等

の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額（仮称）（特定

累積投資勘定（仮称）及び特定非課税管理勘定（仮称）に前年に受け

入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。以下同じ。）の合

計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該公募等株式投

資信託の受益権を除く。） 

ｂ その特定累積投資勘定（仮称）に係る公募等株式投資信託の受益権

の分割等により取得する公募等株式投資信託の受益権 

（ニ）上場株式等の管理は、特定非課税管理勘定（仮称）（当該契約に基づ

き非課税口座で管理される上場株式等の記録を他の取引に関する記録と

区分して行うための勘定で、特定累積投資勘定（仮称）と同時に設けら

れるものをいう。）において行うこと。 

（ホ）当該特定非課税管理勘定（仮称）には、次に掲げる上場株式等のみを

受け入れること。 

ａ その居住者等の非課税口座に特定非課税管理勘定（仮称）が設けら

れた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当該金融商品取引

業者等への買付けの委託等により取得した特定上場株式等で、当該期

間内の取得対価の額の合計額が 240 万円を超えないもの（特定上場株

式等を当該特定非課税管理勘定（仮称）に受け入れた場合において、

次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該特定上場株式
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等を除く。） 

（ａ）当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額（仮称）（特定非課税

管理勘定（仮称）に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価

の額等をいう。）の合計額が 1,200 万円を超える場合 

（ｂ）当該期間内の取得対価の額の合計額、その年において特定累積投

資勘定（仮称）に受け入れている買付けの委託等により取得した公

募等株式投資信託の受益権の取得対価の額の合計額及び特定累積投

資勘定基準額（仮称）の合計額が 1,800 万円を超える場合 

（注）上記の「特定上場株式等」とは、その上場株式等を上場している

取引所から整理銘柄として指定されているものその他の内閣総理大

臣が財務大臣と協議して定めるもの及びその投資信託約款等におい

て一定のデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行

うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議し

て定める事項が定められているものに該当しない上場株式等をいい、

公募等株式投資信託にあっては、その投資信託約款において、信託

契約期間を定めないこと又は 20 年以上の信託契約期間が定められ

ていること及び収益の分配は１月以下の期間ごとに行わないことと

されており、かつ、信託の計算期間ごとに行うこととされているこ

とが定められているものに限る。 

ｂ その特定非課税管理勘定（仮称）に係る上場株式等の分割等により

取得する上場株式等 

（ヘ）当該金融商品取引業者等は、現行の非課税累積投資契約に係る非課税

措置の基準経過日における住所等の確認と同様に確認を行うこと。 

（ト）その他一定の事項 

ヘ 金融商品取引業者等から税務署長への非課税口座内上場株式等の購入の

代価の額等その他の事項の一定のクラウドを利用した提供及び税務署長か

ら金融商品取引業者等への非課税口座内上場株式等の購入の代価の額等の

合計額その他の事項の提供について定めるほか、所要の措置を講ずる。 

（2）未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措

置（ジュニアＮＩＳＡ）について、非課税管理勘定が設けられた日の属する年
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の１月１日から５年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定がある場合

には、原則として当該非課税管理勘定に係る上場株式等は当該継続管理勘定に

移管されることとする。この場合において、同日に当該上場株式等を当該継続

管理勘定に移管しないときは、当該継続管理勘定を設けた未成年者口座が開設

されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、その旨その他の事項を記

載した書類の提出（当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に

記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を含む。）をしなければならない

こととする。 

（国 税） 

〔拡充等〕 

（3）特定中小会社が設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例

の創設 

① 中小企業等経営強化法施行規則の改正を前提に、その設立の日の属する年

において次に掲げる要件を満たす株式会社により設立の際に発行される株式

（①において「特定株式」という。）を払込みにより取得をした居住者等

（当該株式会社の発起人に該当すること及び当該株式会社に自らが営んでい

た事業の全部を承継させた個人等に該当しないことその他の要件を満たすも

のに限る。）は、その取得をした年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額

又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額からその特定株式の取得に要した金

額の合計額（当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び当該上場株式等に

係る譲渡所得等の金額の合計額を限度とする。）を控除する特例を創設し、

特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定新規中小

会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例と選択して適用できること

とする。この場合において、その取得をした特定株式の取得価額は、当該控

除をした金額のうち 20 億円を超える部分の金額をその取得に要した金額か

ら控除した金額とする。 

イ その設立の日以後の期間が１年未満の中小企業者であること。 

ロ 販売費及び一般管理費の出資金額に対する割合が 100 分の 30 を超える

ことその他の要件を満たすこと。 

ハ 特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の 100 分の
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99 を超える会社でないこと。 

ニ 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。 

ホ 発行済株式の総数の２分の１を超える数の株式が一の大規模法人及び当

該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済

株式の総数の３分の２以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係

のある法人の所有に属している会社でないこと。 

ヘ 風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。 

② 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象とな

る株式の範囲に、上記①の特定株式を加える。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（4）エンジェル税制について、次の措置を講ずる。 

① 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会

社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を講ずる。 

イ 中小企業等経営強化法施行規則の改正を前提に、居住者等が、特定株式

（次に掲げる要件を満たすものに限る。）を払込みにより取得をした場合

には、その取得をした特定株式の取得価額から控除する特定中小会社が発

行した株式の取得に要した金額の控除等の適用を受けた金額から、その特

定株式の取得に要した金額の合計額とその取得をした年分の一般株式等に

係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額

（20 億円を超える場合には、20 億円）とのいずれか低い金額を控除する

ものとする。 

（イ）中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式

会社により発行される株式又は内国法人のうち設立の日以後 10 年を経

過していない中小企業者に該当するものその他一定の要件を満たすもの

により発行される株式で投資事業有限責任組合契約に従って取得若しく

は電子募集取扱業務により取得をされるものに該当すること。 

（ロ）当該株式を発行した株式会社（その設立の日以後の期間が５年未満の

ものに限る。）が、設立後の各事業年度の営業損益金額が零未満であり、

かつ、当該各事業年度の売上高が零であること又は前事業年度の試験研

究費その他中小企業等経営強化法施行令第３条第１項に規定する費用の
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合計額の出資金額に対する割合が 100 分の 30 を超えることその他の要

件を満たすものであること。 

ロ 適用対象となる特定新規中小企業者（上記イ（ロ）の要件を満たす株式

会社に限る。）の特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の

総数の６分の５を超える会社でないこととの要件については、特定の株主

グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の 20 分の 19 を超える会

社でないこととする。 

ハ 適用対象となる特定新規中小企業者に該当する株式会社に係る確認手続

において、次に掲げる書類については、都道府県知事へ提出する申請書へ

の添付を要しないこととする。 

（イ）株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があっ

たことを証する書面又は取締役会の議事録の写し 

（ロ）個人が取得した株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契

約を証する書面 

② 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、

次の措置を講ずる。 

イ 適用対象となる特定新規中小企業者（上記①イ（ロ）の要件を満たす株

式会社に限る。）の特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式

の総数の６分の５を超える会社でないこととの要件については、特定の株

主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の 20 分の 19 を超える

会社でないこととする。 

ロ 適用対象となる特定新規中小企業者に該当する株式会社に係る確認手続

において、次に掲げる書類については、都道府県知事へ提出する申請書へ

の添付を要しないこととする。 

（イ）設立の日における貸借対照表 

（ロ）税理士が署名した法人税の確定申告書に添付された別表一の写し及び

事業等の概況に関する書類の写し 

（ハ）株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があっ

たことを証する書面又は取締役会の議事録の写し 

（ニ）個人が取得した株式の引受けの申込み又はその総数の引受けを行う契
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約を証する書面 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（5）特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利

益の非課税等（ストックオプション税制）について、適用対象となる新株予約

権に係る契約の要件のうち当該新株予約権の行使はその付与決議の日後 10 年

を経過する日までの間に行うこととの要件を、一定の株式会社が付与する新株

予約権については、当該新株予約権の行使はその付与決議の日後 15 年を経過

する日までの間に行うこととするほか、所要の措置を講ずる。 

（注）上記の「一定の株式会社」とは、設立の日以後の期間が５年未満の株式会

社で、金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の会

社であることその他の要件を満たすものをいう。 

（6）資金決済に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる。 

① 特定信託受益権の譲渡をした者がその譲渡の対価の支払を受ける場合にお

いて、その対価が金銭以外のものであるときは、その者は次に掲げる告知を

要しないこととする。 

イ 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知 

ロ 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 

② 特定信託受益権の譲渡を受けた者等がその譲渡の対価の支払等をする場合

において、その対価が金銭以外のものであるときは、その者は次に掲げる調

書の提出を要しないこととする。 

イ 株式等の譲渡の対価等の支払調書 

ロ 信託受益権の譲渡の対価の支払調書 

ハ 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書 

③ 電子決済手段等取引業者は、顧客の依頼に基づき、当該電子決済手段等取

引業者の営業所等に設定された電子決済手段の管理に係る勘定（以下「国内

電子決済手段勘定」という。）から国外において電子決済手段等取引業を営

む者の営業所等に設定された電子決済手段の管理に係る勘定（以下「国外電

子決済手段勘定」という。）に電子決済手段の移転をした場合又は国内電子

決済手段勘定に国外電子決済手段勘定から電子決済手段の移転を受けた場合

には、これらの移転に係る電子決済手段の価額が 100 万円以下であるときを
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除き、当該電子決済手段等取引業者は、その移転に係る電子決済手段の種類、

価額その他の事項を記載した調書を、当該電子決済手段等取引業者の営業所

等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。 

（注）上記の制度は、令和６年１月１日以後に行われる電子決済手段の移転に

ついて適用する。 

④ 特定信託受益権を所得税法上の有価証券の範囲から除外することとするほ

か、所要の措置を講ずる。 

（地方税） 

〔拡充等〕 

（3）特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象の拡充 

① 中小企業等経営強化法施行規則の改正を前提に、その設立の日の属する年

において次に掲げる要件を満たす株式会社により設立の際に発行される株式

（①において「特定株式」という。）を払込みにより取得をした個人住民税

の所得割の納税義務者（当該株式会社の発起人に該当すること及び当該株式

会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人等に該当しないことそ

の他の要件を満たすものに限る。）が、その払込みにより取得をした特定株

式の譲渡をしたことにより生じた特定株式に係る譲渡損失について、特定中

小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象に加える。 

イ その設立の日以後の期間が１年未満の中小企業者であること。 

ロ 販売費及び一般管理費の出資金額に対する割合が 100 分の 30 を超える

ことその他の要件を満たすこと。 

ハ 特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の 100 分の

99 を超える会社でないこと。 

ニ 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。 

ホ 発行済株式の総数の２分の１を超える数の株式が一の大規模法人及び当

該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済

株式の総数の３分の２以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係

のある法人の所有に属している会社でないこと。 

ヘ 風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。 

② 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、次の
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措置を講ずる。 

イ 中小企業等経営強化法施行規則の改正を前提に、適用対象となる株式の

範囲に、特定株式（次に掲げる要件を満たすものに限る。）を加える。 

（イ）中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式

会社により発行される株式又は内国法人のうち設立の日以後 10 年を経

過していない中小企業者に該当するものその他一定の要件を満たすもの

により発行される株式で投資事業有限責任組合契約に従って取得若しく

は電子募集取扱業務により取得をされるものに該当すること。 

（ロ）当該株式を発行した株式会社（その設立の日以後の期間が５年未満の

ものに限る。）が、設立後の各事業年度の営業損益金額が零未満であり、

かつ、当該各事業年度の売上高が零であること又は前事業年度の試験研

究費その他中小企業等経営強化法施行令第３条第１項に規定する費用の

合計額の出資金額に対する割合が 100 分の 30 を超えることその他の要

件を満たすものであること。 

ロ 適用対象となる特定新規中小企業者（上記イ（ロ）の要件を満たす株式

会社に限る。）の特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の

総数の６分の５を超える会社でないこととの要件については、特定の株主

グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の 20 分の 19 を超える会

社でないこととする。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（4）個人住民税について、所得税における〔拡充等〕（5）及び（6）の見直しに

伴い、所要の措置を講ずる。 

２ 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化 

（国 税） 

（1）その年分の基準所得金額から３億3,000万円を控除した金額に22.5％の税率

を乗じた金額がその年分の基準所得税額を超える場合には、その超える金額に

相当する所得税を課する措置を講ずる。 

（注１）上記の「基準所得金額」とは、その年分の所得税について申告不要制度

を適用しないで計算した合計所得金額（その年分の所得税について適用す

る特別控除額を控除した後の金額）をいい、「基準所得税額」とは、その
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年分の基準所得金額に係る所得税の額（分配時調整外国税相当額控除及び

外国税額控除を適用しない場合の所得税の額とし、附帯税及び上記（1）

により課す所得税の額を除く。）をいう。 

（注２）上記（注１）の「申告不要制度」とは、次に掲げる特例をいう。 

① 確定申告を要しない配当所得等の特例 

② 確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得の特例 

（注３）上記（注１）の合計所得金額には、源泉分離課税の対象となる所得金額

を含まないこととする（ＮＩＳＡ制度及び特定中小会社が設立の際に発行

した株式の取得に要した金額の控除等の特例において非課税とされる金額

も含まない。）。 

（2）上記（1）の適用がある場合の所得税の確定申告書の記載事項を定めるほか、

所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和７年分以後の所得税について適用する。 

３ 土地・住宅税制 

（国 税） 

〔延長・拡充等〕 

（1）短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の

特例について、適用停止措置の期限を３年延長する。 

（2）漁港漁場整備法の改正を前提に、同法の漁港施設に関する事業に必要な土地

等について、引き続き収用交換等の場合の譲渡所得の 5,000 万円特別控除等に

係る簡易証明制度の対象とする（法人税についても同様とする。）。 

（3）空き家に係る譲渡所得の 3,000 万円特別控除の特例について、次の措置を講

じた上、その適用期限を４年延長する。 

① 本特例の適用対象となる相続人が相続若しくは遺贈により取得をした被相

続人居住用家屋（当該相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用

又は居住の用に供されていたことがないものに限る。）の一定の譲渡又は当

該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした

被相続人居住用家屋の敷地等（当該相続の時からその譲渡の時まで事業の用、

貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。）の一定の

譲渡をした場合において、当該被相続人居住用家屋が当該譲渡の時から当該
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譲渡の日の属する年の翌年２月 15 日までの間に次に掲げる場合に該当する

こととなったときは、本特例を適用することができることとする。 

イ 耐震基準に適合することとなった場合 

ロ その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合 

② 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等

の取得をした相続人の数が３人以上である場合における特別控除額を 2,000

万円とする。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相

続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用する。 

（4）低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の 100 万円特別控除について、

次の措置を講じた上、その適用期限を３年延長する。 

① 適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途から、いわ

ゆるコインパーキングを除外する。 

② 次に掲げる区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合における低未利用

土地等の譲渡対価に係る要件を 800 万円以下（現行：500 万円以下）に引き

上げる。 

イ 市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画

区域（用途地域が定められている区域に限る。） 

ロ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者

不明土地対策計画を作成した市町村の区域 

（注）上記の改正は、令和５年１月１日以後に行う低未利用土地等の譲渡につい

て適用する。 

〔縮減等〕 

（1）優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の

特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する。 

① 適用対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡を除

外する。 

② 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対

する土地等の譲渡に係る開発許可について、次に掲げる区域内において行わ
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れる開発行為に係るものに限定する。 

イ 市街化区域 

ロ 市街化調整区域 

ハ 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域（用途地域

が定められている区域に限る。） 

（2）既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及

び交換の場合の譲渡所得の課税の特例について、買換資産である中高層の耐火

建築物の建築に係る事業の範囲から、上記（1）①の特定の民間再開発事業を

除外する。 

（地方税） 

〔延長・拡充等〕 

（1）短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の

特例について、適用停止措置の期限を３年延長する。 

（2）個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕（2）から（4）まで

の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。 

〔縮減等〕 

（1）優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の

特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する。 

① 適用対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡を除

外する。 

② 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対

する土地等の譲渡に係る開発許可について、次に掲げる区域内において行わ

れる開発行為に係るものに限定する。 

イ 市街化区域 

ロ 市街化調整区域 

ハ 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域（用途地域

が定められている区域に限る。） 

（2）個人住民税について、所得税における〔縮減等〕（2）の見直しに伴い、所要

の措置を講ずる。 

４ 租税特別措置等 
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（国 税） 

〔延長・拡充〕 

（1）肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を３年延長する（法人

税についても同様とする。）。 

（2）児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業による金銭の貸付けに

つき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける

経済的な利益の価額については、その事業内容の見直し後も引き続き所得税を

課さないこととする。 

（3）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金

銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除

により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこと

とする。 

（4）子育て世帯等臨時特別支援事業の「支援給付金」として給付される給付金

（既に給付されたものを含む。）について、次の措置を講ずる。 

① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えをしない。 

（地方税） 

〔延長・拡充〕 

（1）肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を３年延長する。 

（2）個人住民税について、所得税における〔延長・拡充〕（2）から（4）までの

見直しに伴い、所要の措置を講ずる。 

５ その他 

（国 税） 

（1）事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき特定非常災害の指定を

受けた災害により生じた損失（以下「特定被災事業用資産の損失」という。）

について、次に掲げるものの繰越期間を５年（現行：３年）に延長する。 

① 青色申告者でその有する事業用資産等（土地等を除く。）のうちに特定被

災事業用資産の損失額の占める割合が 10％以上であるものは、被災事業用

資産の損失による純損失を含むその年分の純損失の総額 

② 青色申告者以外の者でその有する事業用資産等（土地等を除く。）のうち
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に特定被災事業用資産の損失額の占める割合が 10％以上であるものは、そ

の年に発生した被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失に

よる純損失との合計額 

③ 上記①及び②以外の者は、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額 

（2）個人の有する住宅や家財等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生

じた損失について、雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除して

も控除しきれない損失額についての繰越期間を５年（現行：３年）に延長する。 

（3）給与所得者の特定支出控除の特例について、次の措置を講ずる。 

① その支出が、本特例の対象となる研修費又は資格取得費に該当するもので

ある場合において、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に係るもので

あるときは、現行の給与等の支払者によるその支出が特定支出に該当する旨

の証明の書類の確定申告書等への添付に代えて、キャリアコンサルタントに

よるその支出が特定支出に該当する旨の証明の書類の確定申告書等への添付

ができることとする。 

② その他所要の措置を講ずる。 

（4）国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予につい

て、次の措置を講ずる。 

① 納税猶予の適用を受けようとする者が質権の設定がされていないこと等の

要件を満たす非上場株式を担保として提供する場合において、その者が当該

非上場株式を担保として提供することを約する書類その他の書類を税務署長

に提出するときは、その株券を発行せずにその担保の提供ができることとす

る。 

② 納税猶予の適用を受けようとする者は、その有する質権の設定がされてい

ないこと等の要件を満たす持分会社の社員の持分について、その者が当該持

分会社の社員の持分を担保として提供することを約する書類その他の書類を

税務署長に提出する場合には、その担保の提供ができることとする。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記について、贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等

の特例の適用がある場合の納税猶予についても同様の措置を講ずる。 

（5）個人事業者がその事業を開始し、又は廃止した場合に行う届出書等の提出を
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一括で行えるよう、次の見直しを行う。 

① 個人事業の開業・廃業等届出書について、その提出期限をその事業の開始

等の事実があった日の属する年分の確定申告期限とするとともに、事務所等

を移転する場合のその提出先を納税地の所轄税務署長とするほか、記載事項

の簡素化を行う。 

② 青色申告書による申告をやめる旨の届出書について、その提出期限をその

申告をやめようとする年分の確定申告期限とするとともに、記載事項の簡素

化を行う。 

③ 次に掲げる届出書等について、記載事項の簡素化を行う。 

イ 納期の特例に関する承認の申請書 

ロ 青色申告承認申請書及び青色専従者給与に関する届出書 

ハ 給与等の支払をする事務所の開設等の届出書 

（注）上記①の改正は令和８年１月１日以後の事業の開始等について、上記②の

改正は令和８年分以後の所得税について、上記③イの改正は令和９年１月分

以後の承認申請について、上記③ロの改正は令和９年分以後の所得税につい

て、上記③ハの改正は令和９年１月１日以後の事務所の開設等について、そ

れぞれ適用する。 

（6）給与所得者の扶養控除等申告書について、その申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代

えて、その異動がない旨の記載によることができることとする。 

（注）上記の改正は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき給与等について

提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。 

（7）給与所得者の保険料控除申告書について、次に掲げる事項の記載を要しない

こととする。 

① 申告者が生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支

払った場合のこれらの者の申告者との続柄 

② 生命保険料控除の対象となる支払保険料等に係る保険金等の受取人の申告

者との続柄 

（注）上記の改正は、令和６年 10 月１日以後に提出する給与所得者の保険料控

除申告書について適用する。 
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（8）給与等の支払をする者が、その支払を受ける者に対し、給与所得の源泉徴収

票又は給与支払明細書の交付に代えてその源泉徴収票又は給与支払明細書に記

載すべき事項を電磁的方法により提供するための要件であるその支払を受ける

者の承諾手続に、その支払を受ける者に対し期限を定めてその承諾を求め、そ

の支払を受ける者がその期限までにこれを拒否する旨の回答をしない場合には、

その支払をする者はその承諾を得たものとみなす方法を加える。 

（9）源泉徴収票の提出方法について、次の見直しを行う。 

① 給与等の支払をする者が、市区町村の長に給与支払報告書を提出した場合

には、その報告書に記載された給与等について税務署長に給与所得の源泉徴

収票を提出したものとみなす。 

② 上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収票の税務署長への提出を要し

ないこととされる給与等の範囲を、給与支払報告書の市区町村の長への提出

を要しないこととされる給与等の範囲と同様に、年の中途において退職した

居住者に対するその年中の給与等の支払金額が 30 万円以下である場合のそ

の給与等とするほか、これに伴う所要の措置を講ずる。 

③ 公的年金等の源泉徴収票の提出方法についても同様の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和９年１月１日以後に提出すべき給与所得及び公的年金

等の源泉徴収票について適用する。 

（10）支払調書等の提出義務者のうち電子情報処理組織（e-Tax 等）又は光ディ

スク等による提出義務制度の対象とならない者が、支払調書等の書面による提

出に代えてその支払調書等に記載すべき事項を記録した光ディスク等の提出を

するための要件であるその者が受けるべき所轄税務署長の承認を不要とするほ

か、これに伴う所要の措置を講ずる。 

（11）金融サービスの提供に関する法律の改正を前提に、金融経済教育推進機構

（仮称）を公共法人等（所得税法別表第一）とする。 

（12）原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の改正を前

提に、使用済燃料再処理機構の業務範囲の見直し等が行われた後も、同機構を

引き続き公共法人等（所得税法別表第一）とする。 

（13）福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構を公共法人等（所得税法別表

第一）とする。 
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（14）高等学校等就学支援金の支給に関する法律の高等学校等就学支援金につい

て、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。 

① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（15）母子及び父子並びに寡婦福祉法の高等職業訓練促進給付金について、所要

の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。 

① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（16）介護保険法の介護給付について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の

措置を講ずるほか、所要の措置を講ずる。 

① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（17）生活困窮者自立支援法の生活困窮者住居確保給付金について、所要の法令

改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。 

① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（18）戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正により引き続き支給さ

れることとなる特別給付金について、次の措置を講ずる。 

① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（19）健康保険法の出産育児一時金等について、所要の法令改正を前提に、引き

続き次の措置を講ずる。 

① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（20）駐留軍関係離職者等臨時措置法、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関

する臨時措置法及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職

業生活の充実等に関する法律施行規則等の一部改正により引き続き支給される

こととなる労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の

充実等に関する法律等の職業転換給付金（事業主に対して支給されるものを除

く。）について、次の措置を講ずる。 
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① 所得税を課さない。 

② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

（地方税） 

〈個人住民税〉 

（1）事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき特定非常災害の指定を

受けた災害により生じた損失（以下「特定被災事業用資産の損失」という。）

について、次に掲げるものの繰越期間を５年（現行：３年）に延長する（個人

事業税についても同様とする。）。 

① 青色申告者でその有する事業用資産等（土地等を除く。）のうちに特定被

災事業用資産の損失額の占める割合が 10％以上であるものは、被災事業用

資産の損失による純損失を含むその年分の純損失の総額 

② 青色申告者以外の者でその有する事業用資産等（土地等を除く。）のうち

に特定被災事業用資産の損失額の占める割合が 10％以上であるものは、そ

の年に発生した被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失に

よる純損失との合計額 

③ 上記①及び②以外の者は、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額 

（2）個人の有する住宅や家財等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生

じた損失について、雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除して

も控除しきれない損失額についての繰越期間を５年（現行：３年）に延長する。 

（3）個人住民税における給与所得等に係る特別徴収税額の納期の特例に関する承

認の申請書について、記載事項の簡素化を行う。 

（注）上記の改正は、令和９年１月分以後の承認申請について適用する。 

（4）給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項がそ

の年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代

えて、その異動がない旨の記載によることができることとする。 

（注）上記の改正は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき給与等について

提出する給与所得者の扶養親族等申告書について適用する。 

（5）給与支払報告書等の提出義務者のうち eLTAX 又は光ディスク等による提出義

務制度の対象とならない者が、給与支払報告書等の書面による提出に代えてそ

の給与支払報告書等に記載すべき事項を記録した光ディスク等の提出をするた
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めの要件であるその者が受けるべき市町村長の承認を不要とするほか、これに

伴う所要の措置を講ずる。 

（6）個人住民税について、所得税における（3）及び（14）から（20）までの見

直しに伴い、所要の措置を講ずる。 

（7）国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。 

〈国民健康保険税〉 

（8）国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を 22 万円

（現行：20 万円）に引き上げる。 

（9）国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。 

① ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数

に乗ずべき金額を 29 万円（現行：28.5 万円）に引き上げる。 

② ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数

に乗ずべき金額を 53.5 万円（現行：52 万円）に引き上げる。 

 

二 資産課税 

１ 資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築 

（1）相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。 

① 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るそ

の年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控

除 110 万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続

税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産

の価額は、上記の控除をした後の残額とする。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る

相続税又は贈与税について適用する。 

② 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又

は建物が当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提

出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の

課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、当該贈与の時

における価額から当該価額のうち当該災害によって被害を受けた部分に相当

する額を控除した残額とする。 
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（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に生ずる災害により被害を受ける

場合について適用する。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（2）相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、

次の見直しを行う。 

① 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前７年以内（現

行：３年以内）に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したこ

とがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額（当該財産のうち当

該相続の開始前３年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、

当該財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額）を相続税の課税価格

に加算することとする。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る

相続税について適用する。 

② その他所要の整備を行う。 

２ 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 

（1）直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につい

て、次の措置を講じた上、その適用期限を３年延長する。 

① 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死

亡した場合において、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が

５億円を超えるときは、受贈者が 23 歳未満である場合等であっても、その

死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、当該

受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る相

続税について適用する。 

② 受贈者が 30 歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出

額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとす

る。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る贈

与税について適用する。 

③ 本措置の対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別
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区域内に所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一

定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保

育料等を加える。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に支払われる教育資金について適

用する。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（2）直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措

置について、受贈者が 50 歳に達した場合等において、非課税拠出額から結

婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を

適用することとした上、その適用期限を２年延長する。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る贈与

税について適用する。 

３ 租税特別措置等 

（国 税） 

〔延長・拡充等〕 

〈相続税・贈与税〉 

（1）福島国際研究教育機構の設立に伴い、相続財産を贈与した場合の相続税の非

課税制度の対象となる法人の範囲に同機構を加える。 

（2）医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等について、良質な医療を提

供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正を前提に、

次の措置を講じた上、その適用期限を３年３月延長する。 

① 相続税・贈与税の納税猶予制度等における移行期限を、移行計画の認定の

日から起算して５年（現行：３年）を超えない範囲内のものとする。 

② その他所要の措置を講ずる。 

〈登録免許税〉 

（3）土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

の適用期限を３年延長する。 

（4）住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適

用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書

に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査
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に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することが

できることとする。 

（5）農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転

登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を３年延長する。 

（6）信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減

措置の適用期限を２年延長する。 

（7）農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率

の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（8）日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率

の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（9）農業競争力強化支援法の認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免

許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（10）医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移

転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を３年延長する。 

（11）認定民間都市再生事業計画（当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の

規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合にお

ける当該計画を含む。（12）において同じ。）に基づき都市再生緊急整備地域内

に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登

記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、対象となる民間都市再生事

業計画のうち特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域における

民間都市再生事業計画の認定要件を次のとおり見直した上、その適用期限を３

年延長する。 

① 都市再生特別措置法施行令の改正を前提に、その都市再生事業の施行され

る土地の区域の面積要件を 0.5ha 以上（現行：原則１ha 以上）に引き下げ

る。 

② 地方の魅力向上又は地域の活性化等に資する機能を整備することとの要件

を加える。 

（12）認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民

間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対す

る登録免許税の税率の軽減措置について、特定都市再生緊急整備地域内におい
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て行われる都市再生事業の要件のうちその都市再生事業の施行される土地の区

域内に整備される建築物の延べ面積要件を 75,000 ㎡以上（現行：50,000 ㎡以

上）に引き上げた上、その適用期限を３年延長する。 

（13）居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有

権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を３年延長

する。 

（14）特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所

有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長す

る。 

（15）特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所

有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長

する。 

（16）鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等

に対する登録免許税の免税措置の適用期限を８年延長する。 

（地方税） 

〔新設〕 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に係る固定

資産税及び都市計画税の非課税措置を講ずる。 

（2）中小企業等経営強化法に規定する市町村の導入促進基本計画に適合し、かつ、

労働生産性を年平均３％以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等

の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、生産・販売

活動等の用に直接供されるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の

３年間価格の２分の１とする特例措置を令和７年３月 31 日まで講ずる。ただ

し、中小事業者等が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、同計

画の認定の申請日の属する事業年度（令和５年４月１日以後に開始する事業年

度に限る。）又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支

給額の増加割合を、当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇

用者給与等支給額の実績と比較して 1.5％以上とすることを同計画に位置付け

るとともに、これを労働者に表明したことを証明する書類を同計画に添付して
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市町村の認定を受けた場合には、課税標準を次のとおりとする。 

① 令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に取得されるもの 最

初の５年間価格の３分の１ 

② 令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までの間に取得されるもの 最

初の４年間価格の３分の１ 

（注１）上記の「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいう。ただし、発行

済株式の総数の２分の１以上が同一の大規模法人により所有されている法

人等を除く。 

イ 資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人 

ロ 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が 1,000

人以下の法人 

ハ 常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の個人 

（注２）上記の「一定の機械・装置等」とは、次の全てを満たすものとする。 

イ 年平均の投資利益率が５％以上となることが見込まれる投資計画に記載

されたもの 

ロ 次に掲げる資産の区分に応じ、１台又は１基の取得価額がそれぞれ次に

定める額以上であるもの 

（イ）機械・装置 160 万円  

（ロ）測定工具及び検査工具 30 万円 

（ハ）器具・備品 30 万円 

（ニ）建物附属設備（家屋と一体となって効用を果たすものを除く。） 60

万円 

（3）長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税につ

いて、次のとおり税額を減額する措置を講ずる。 

① マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、マンションの管

理に関する計画が、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の

長により認定（修繕積立金の額の引上げにより認定基準に適合した場合に限

る。）され、又は都道府県等からマンションの管理の適正化を図るために必

要な助言若しくは指導を受けて長期修繕計画を適切に見直した場合において、

当該認定又は助言若しくは指導に係るマンションのうち一定のものについて、
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令和５年４月１日から令和７年３月 31 日までの間に長寿命化に資する一定

の大規模修繕工事を行い、その旨を当該マンションの区分所有者が市町村に

申告した場合に限り、大規模修繕工事が完了した年の翌年度分の当該マンシ

ョンの家屋に係る固定資産税について、当該マンションの家屋に係る固定資

産税額（１戸当たり 100 ㎡相当分までに限る。）の３分の１を参酌して６分

の１以上２分の１以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当す

る金額を減額する。 

② 減額を受けようとする対象マンションの区分所有者は、当該マンションに

おいて行われた大規模修繕工事が上記長寿命化に資する一定の大規模修繕工

事であること等につき、マンション管理士等が発行した証明書等を添付して、

大規模修繕工事後３月以内に市町村に申告しなければならないこととする。 

（4）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正を前提に、路線定期運行

を行う一般乗合旅客自動車運送事業者が、道路運送高度化事業により、一定の

電気自動車を導入するための充電設備等の償却資産を取得した場合で、当該事

業者が地域公共交通計画で市町村が位置づけた路線のうち電気自動車が導入さ

れる営業所において運行する路線を継続して運行することが道路運送高度化実

施計画で担保された場合に限り、当該充電設備等及びその用に供する土地（当

該充電設備等による充電に要する土地を含む。）に係る固定資産税及び都市計

画税について、課税標準を最初の５年間価格の３分の１とする特例措置を令和

10 年３月 31 日まで講ずる。 

〔延長・拡充等〕 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）政府の補助を受けて取得した一定の燃料電池自動車用水素充塡設備に係る固

定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期

限を２年延長する。 

① 取得価額が５億円以上の燃料電池自動車用水素充塡設備について、課税標

準を最初の３年間価格の２分の１（現行：４分の３）とする。 

② 取得価額が１億 5,000 万円以上５億円未満の燃料電池自動車用水素充塡設

備について、課税標準を最初の３年間価格の６分の５（現行：４分の３）と

する。 
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（2）令和５年度分及び令和６年度分の平成 28 年熊本地震による被災住宅用地等

に係る固定資産税及び都市計画税については、被災住宅用地等に係る固定資産

税及び都市計画税の特例措置を引き続き適用できることとする。 

（3）平成 28 年熊本地震により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の被

災地域内で令和５年４月１日から令和７年３月 31 日までの間に取得等をした

家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、被災代替家屋に係る固定資

産税及び都市計画税の減額措置を引き続き適用できることとする。 

（4）平成 30 年７月豪雨により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定

の被災地域内で令和５年４月１日から令和７年３月 31 日までの間に取得等を

した償却資産に係る固定資産税については、被災代替償却資産に係る固定資産

税の課税標準の特例措置を引き続き適用できることとする。 

（5）令和５年度分及び令和６年度分の平成 30 年７月豪雨による被災住宅用地等

に係る固定資産税及び都市計画税については、被災住宅用地等に係る固定資産

税及び都市計画税の特例措置を引き続き適用できることとする。 

（6）平成 30 年７月豪雨により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の被

災地域内で令和５年４月１日から令和７年３月 31 日までの間に取得等をした

家屋に係る固定資産税及び都市計画税については、被災代替家屋に係る固定資

産税及び都市計画税の減額措置を引き続き適用できることとする。 

（7）令和５年度分及び令和６年度分の令和２年７月豪雨による被災住宅用地等に

係る固定資産税及び都市計画税については、被災住宅用地等に係る固定資産税

及び都市計画税の特例措置を引き続き適用できることとする。 

（8）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正を前提に、同法に規定す

る鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業者が政府の補助を受けて

取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準

の特例措置について、再構築協議会（仮称）を通じて合意が得られた鉄道事業

再構築事業を対象に加える等の措置を講じた上、その適用期限を１年延長する。 

（9）鉄軌道の市街化区域内のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の適用対象

区域に箕面市を加える。 

（10）都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生

緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取
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得した公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る

固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行っ

た上、その適用期限を３年延長する。 

① 都市再生特別措置法施行令の改正を前提に、特別区以外の事業区域面積の

要件を 0.5ha 以上（現行：原則１ha 以上）に引き下げる。 

② 対象となる民間都市再生事業計画の認定要件のうち複合用途要件について

都市の競争力強化に資する一定の機能を加える。 

（11）鉄軌道事業者が首都直下地震・南海トラフ地震に備えた鉄道施設等の耐震

補強工事によって新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準

の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を２年延長する。 

① 政府の補助を受けて実施するラーメン橋台の耐震補強工事によって新たに

取得した一定の償却資産を対象に加える。 

② 上記①以外の償却資産を対象から除外する。 

（12）地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措

置の適用期限を３年延長する。 

（13）公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法に規定する重要無形文化財

に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する土地及び家屋に係

る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（14）農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業者

等の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置の

適用期限を２年延長する。 

（15）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する地域福利

増進事業を実施する者が当該事業の用に供する一定の土地及び償却資産に係る

固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（16）都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が同法に規定する認定計画

に基づき設置した市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税

の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（17）都市再開発法に規定する市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者が取

得した一定の家屋に係る固定資産税の減額措置の適用期限を２年延長する。 

（18）水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る固定資産税
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及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を３年延長する。 

（19）自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に基づくシェアサ

イクル事業のうち、都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画の都市機能

誘導区域内において新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標

準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（20）密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街

区整備事業の施行に伴い従前の権利者が取得した一定の家屋に係る固定資産税

の減額措置の適用期限を２年延長する。 

（21）鉄軌道事業者が政府の補助を受けて取得した車両の運行の安全性の向上に

資する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を２

年延長する。 

（22）鉄軌道事業者が取得した新造車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化に

資する一定の構造を有する車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用

期限を２年延長する。 

（23）都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により取得した鉄

道施設に対して、次の措置を講ずる。 

① 鉄軌道事業者又は一定の第三セクター若しくは独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構が取得した駅施設の用に供する一定の家屋及び償却資産

に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延

長する。 

② 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が整備した線路設備等のう

ち市街化区域のトンネルに係る固定資産税の非課税措置の適用期限を２年延

長する。 

（24）鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設等を高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合

させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及

び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限

を２年延長する。 

（25）整備新幹線の開業に伴い旅客鉄道株式会社等より譲渡を受けた並行在来線

の鉄道施設の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課
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税標準の特例措置の適用期限を８年延長する。 

（26）国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会

社が、国の無利子資金の貸付け又は補助を受けて取得した一定の荷さばき施設

等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延

長する。 

（27）特定貨物輸入拠点港湾において、特定貨物取扱埠頭の整備を図るため、港

湾管理者が作成する特定利用推進計画の一定の事業を実施する者が、政府の補

助を受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標

準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（28）水防法に規定する避難確保・浸水防止計画に基づき、地下街等の所有者又

は管理者が取得する一定の浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例

措置の適用期限を３年延長する。 

（29）建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断を義務付けられ、そ

の結果が所管行政庁に報告された既存家屋（その報告に関する命令又は必要な

耐震改修に関する指示の対象となったもの及び住宅を除く。）について、政府

の補助を受けて、耐震基準に適合させるよう改修工事を行い、その旨を市町村

に申告した場合に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を３年延長する。 

（30）南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防

災対策推進地域及び首都直下地震緊急対策区域において、国の無利子資金の貸

付けを受けて改良された港湾法に規定する特別特定技術基準対象施設である護

岸、岸壁及び物揚場に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を３年

延長する。 

〈不動産取得税〉 

（31）都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生

緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域において、認定事業により取得した

不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行っ

た上、その適用期限を３年延長する。 

① 都市再生特別措置法施行令の改正を前提に、特別区以外の事業区域面積の

要件を 0.5ha 以上（現行：原則１ha 以上）に引き下げる。 

② 対象となる民間都市再生事業計画の認定要件のうち複合用途要件について
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都市の競争力強化に資する一定の機能を追加する。 

（32）不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が不動産特定共同事業契約

に基づき取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置につ

いて、対象となる不動産に保育所を加えるとともに、対象となる不動産から劇

場を除外した上、その適用期限を２年延長する。 

（33）預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせ

んを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け又は預金保険機構の委託を受け

て行う資産の買取りにより取得した不動産に係る不動産取得税の非課税措置の

適用期限を２年延長する。 

（34）保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委

託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得した不動産に係る不

動産取得税の非課税措置の適用期限を２年延長する。 

（35）公益社団法人又は公益財団法人が取得した文化財保護法に規定する重要無

形文化財に指定された伝統芸能の公演のための専用施設の用に供する不動産に

係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（36）農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった農用地利

用集積等促進計画等に基づき取得した農用地区域内にある土地に係る不動産取

得税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（37）農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業経

営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る不動産取得税の課税標準の

特例措置の適用期限を２年延長する。 

（38）都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生

緊急整備地域において、認定事業により取得した不動産に係る不動産取得税の

課税標準の特例措置の適用期限を３年延長する。 

（39）都市再生特別措置法の規定による公告があった居住誘導区域等権利設定等

促進計画に基づく移転により取得した不動産に係る不動産取得税の課税標準の

特例措置の適用期限を２年延長する。 

（40）宅地建物取引業者が取得した既存住宅及び当該既存住宅の用に供する土地

について、一定の増改築等を行った上、取得の日から２年以内に耐震基準適合

要件を満たすもの等として個人に販売し、自己の居住の用に供された場合に係
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る不動産取得税の減額措置の適用期限を２年延長する。 

（41）整備新幹線の開業に伴い旅客鉄道株式会社等より譲渡を受けた並行在来線

の鉄道施設の用に供する一定の不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用

期限を８年延長する。 

（42）特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得した一定の不動産に係る不動

産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（43）信託会社等が投資信託により取得した一定の不動産及び投資法人が取得し

た一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延

長する。 

〈事業所税〉 

（44）博物館法の改正に伴い、改正後の同法の規定により登録を受けた博物館に

係る事業所税について、現行制度と同様に、非課税とする措置を講ずる。 

（45）駐留軍関係離職者等臨時措置法、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関

する臨時措置法及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職

業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正後において、国の雇用に関す

る助成に係る者の範囲を拡充した上、引き続き当該者に対する従業者割に係る

事業所税の課税標準の特例措置を講ずる。 

（46）子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が設置する一定の保

育施設において行う事業に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を２

年延長する。 

（47）特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産

加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割に係る事業所税の課

税標準の特例措置の適用期限を１年３月（個人の事業については１年）延長す

る。 

〔廃止・縮減等〕 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が一定の保育施設の用

に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置につ

いて、適用対象となる事業者の範囲を見直した上、その適用期限を１年延長す

る。 



 

- 33 - 

（2）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が一定の業務の用に

供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、基盤技術研

究円滑化法に規定する業務に係るものを対象から除外するとともに、国立研究

開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第２号に規定する業

務に係るものに関し、規定の簡素化の観点から、所要の規定の整備を行う。 

（3）都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する特定都市再生緊

急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市

利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課

税標準の特例措置について、認定事業の要件のうち整備される家屋の延べ面積

要件を 75,000 ㎡以上（現行：50,000 ㎡以上）に引き上げた上、その適用期限

を３年延長する。 

（4）鉄軌道事業者が取得した新造車両等に係る固定資産税の課税標準の特例措置

について、一定の鉄軌道事業者が取得した新造車両に係る環境性能要件を見直

した上、その適用期限を２年延長する。 

（5）政府の補助を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係

る固定資産税の減額措置について、床面積要件の上限を 160 ㎡以下（現行：

180 ㎡以下）に引き下げた上、その適用期限を２年延長する。 

（6）心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する

法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取

得した事業用施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。 

（7）平成 28 年熊本地震により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定

の被災地域内で取得等をした償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置

を廃止する。 

〈不動産取得税〉 

（8）政府の補助を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係

る不動産取得税の課税標準の特例措置及び当該住宅の用に供する土地に係る不

動産取得税の減額措置について、床面積要件の上限を 160 ㎡以下（現行：180

㎡以下）に引き下げた上、その適用期限を２年延長する。 

（9）心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する

法律に規定する重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けて取
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得した事業用施設に係る不動産取得税の減額措置を廃止する。 

（10）東日本大震災の津波被災区域を含む地域における土地改良法の規定による

換地計画に基づき事業実施地区外の農業者が取得した創設農用地換地に係る不

動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。 

４ その他 

（国 税） 

（1）更正をすることができないこととなる日前６月以内に相続税の更正の請求が

された場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人

から相続等により財産を取得した他の者に係る課税価格等に異動を生ずるとき

（当該他の者に係る通常の更正決定等の除斥期間が満了する日以前に当該請求

がされた場合に限る。）は、当該他の者の相続税に係る更正若しくは決定又は

当該更正若しくは決定等に伴う加算税の賦課決定は、当該請求があった日から

６月を経過する日まで行うことができることとするほか、所要の整備を行う。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に申告書の提出期限が到来する相続

税について適用する。 

（2）調書の提出義務者のうち電子情報処理組織（e-Tax 等）又は光ディスク等に

よる提出義務制度の対象とならない者が、調書の書面による提出に代えてその

調書に記載すべき事項を記録した光ディスク等の提出をするための要件である

その者が受けるべき所轄税務署長の承認を不要とするほか、これに伴う所要の

措置を講ずる。 

（3）福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構を非課税法人（登録免許税法別

表第二）とする。 

（4）独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法

に基づき経営革新を行う一定の事業者等に対して行う一定の助成業務に関する

文書については、印紙税を課さないこととする。 

（5）新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営

に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税

の非課税措置の適用期限を１年延長する。 

（6）戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正により引き続き支給され

ることとなる特別給付金について、特別給付金に関する書類及び特別給付金国
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債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さないこととする。 

（7）福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構を非課税法人（印紙税法別表第

二）とする。 

（地方税） 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）博物館法の改正に伴い、改正後の同法の規定により登録を受けた博物館のう

ち公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人が設置するものに係る固定

資産税及び都市計画税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。 

（2）国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の改正を前提に、改正後の国

立研究開発法人量子科学技術研究開発機構について、現行制度と同様の措置を

講ずる。 

（3）2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開催に伴い、参加者等が博覧

会の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税につ

いて、非課税とする等の所要の措置を講ずる。 

（4）電気事業法の改正に伴い、一定の要件を満たす蓄電用の電気工作物を用いて

電気を放電する事業を電気事業法上の発電事業と位置付けることに伴う所要の

措置を講ずる。 

（5）福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構が所有する固定資産（同機構以

外の者が使用しているものを除く。）に係る固定資産税及び都市計画税につい

て、非課税とする措置を講ずる。 

〈不動産取得税〉 

（6）博物館法の改正に伴い、改正後の同法の規定により登録を受けた博物館のう

ち公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人が設置するものに係る不動

産取得税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。 

（7）国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の改正を前提に、改正後の国

立研究開発法人量子科学技術研究開発機構について、現行制度と同様の措置を

講ずる。 

（8）2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開催に伴い、参加者等が博覧

会の用に供するために取得した一定の家屋に係る不動産取得税について、非課

税とする等の所要の措置を講ずる。 
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（9）福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構が取得する不動産に係る不動産

取得税について、非課税とする措置を講ずる。 

〈事業所税〉 

（10）土地改良法の改正による土地改良区から一般社団法人又は認可地縁団体へ

の組織変更制度の創設に伴い、所要の措置を講ずる。 

（11）原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の改正を前

提に、使用済燃料再処理機構の業務範囲の見直し等が行われた後も、同機構の

行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置

を講ずる。 

（12）金融サービスの提供に関する法律の改正を前提に、金融経済教育推進機構

（仮称）の行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措

置を講ずる。 

（13）2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開催に伴い、参加者が博覧会

に関して行う一定の事業の用に供する施設に係る事業所税を非課税とする措置

を講ずる。 

（14）電気事業法の改正に伴い、一定の要件を満たす蓄電用の電気工作物を用い

て電気を放電する事業を電気事業法上の発電事業と位置付けることに伴う所要

の措置を講ずる。 

（15）福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構が行う事業に対する事業所税

について、非課税とする措置を講ずる。 

 

三 法人課税 

１ 成長と分配の好循環の実現 

（国 税） 

（1）特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特

例について、次の措置を講ずる。 

① 対象となる特定株式に、発行法人以外の者から購入により取得した特別新

事業開拓事業者の株式でその取得により総株主の議決権の過半数を有するこ

ととなるものを加える。 

（注１）上記の特定株式に係る対象となる取得価額の上限は、200 億円とする。 
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（注２）上記の特定株式の要件は、次のとおり現行要件を見直した要件とする

ほか、現行の特定株式の要件と同様とする。 

イ 特定株式の保有見込期間要件における保有見込期間の下限及び特定

事業活動に係る証明の要件のうち特定事業活動を継続する期間は、５

年とする。 

ロ 取得価額要件は、５億円以上とする。 

ハ 特別新事業開拓事業者を内国法人に限定する。 

ニ 令和５年４月１日以後に特別新事業開拓事業者に出資をして本特例

の適用を受けた後に取得するその特別新事業開拓事業者の株式は対象

外とする。 

（注３）上記の特定株式に係る特別勘定の取崩し事由は、次のとおり現行の取

崩し事由を見直した事由とするほか、現行の取崩し事由と同様とする。 

イ 特定株式の取得から５年を経過した場合には、特別勘定の金額を取

り崩して、益金算入する。ただし、その取得の日から５年以内に、い

ずれかの事業年度において、売上高が 1.7 倍かつ 33 億円以上となっ

たこと等の要件に該当することとなった場合は、この限りでない。 

ロ 対象法人を合併法人とする合併により特定株式に係る特別新事業開

拓事業者が解散した場合には、特別勘定の金額を取り崩して、益金算

入する。 

ハ 対象法人が特定株式に係る特別新事業開拓事業者の総株主の議決権

の過半数を有しないこととなった場合には、特別勘定の金額を取り崩

して、益金算入する。 

ニ 上記イただし書の場合において、特定株式の取得の日から５年を経

過した後に現行の取崩し事由（特定事業活動に係る継続証明がされな

かったこととの事由及び特定株式を組合財産とする投資事業有限責任

組合等の出資額割合の変更があったこととの事由を除く。）に該当す

ることとなったときは、その事由に応じた特別勘定の金額を取り崩し

て、益金算入する。 

ホ 上記イただし書の場合において、特定株式を組合財産とする投資事

業有限責任組合等の出資額割合が減少したときは、その減少割合に応
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じた特別勘定の金額を取り崩して、益金算入する。 

ヘ 上記イただし書の場合において、特定株式につき剰余金の配当を受

けたときは、その受けた額の 25％相当額の特別勘定の金額を取り崩

して、益金算入する。 

（注４）上記の特定株式については、特定事業活動に係る継続証明の要件に、

対象法人による株式の取得の時に特別新事業開拓事業者が営んでいた事

業を引き続き営んでいること等の要件を加える。 

② 払込みにより取得した特定株式について、対象となる取得価額の上限を

50 億円（現行：100 億円）に引き下げる。 

③ 既にその総株主の議決権の過半数の株式を有している特別新事業開拓事業

者に対する出資を対象から除外するとともに、既に本特例の適用を受けてそ

の総株主の議決権の過半数に満たない株式を有している特別新事業開拓事業

者に対する出資についてその対象を総株主の議決権の過半数を有することと

なる場合に限定する。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（2）試験研究を行った場合の税額控除制度（研究開発税制）について、次の見直

しを行う（所得税についても同様とする。）。 

① 一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。 

イ 税額控除率を次のとおり見直し、その下限を１％（現行：２％）に引き

下げた上、その上限を 14％（原則：10％）とする特例の適用期限を３年

延長する。 

（イ）増減試験研究費割合が 12％超 

11.5％＋（増減試験研究費割合－12％）×0.375 

（ロ）増減試験研究費割合が 12％以下 

11.5％－（12％－増減試験研究費割合）×0.25 

ロ 令和５年４月１日から令和８年３月 31 日までの間に開始する各事業年

度の控除税額の上限について、増減試験研究費割合が４％を超える部分

１％当たり当期の法人税額の 0.625％（５％を上限とする。）を加算し、

増減試験研究費割合がマイナス４％を下回る部分１％当たり当期の法人税

額の 0.625％（５％を上限とする。）を減算する特例を設ける。 
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（注）試験研究費の額が平均売上金額の 10％を超える場合には、上記の特

例と試験研究費の額が平均売上金額の 10％を超える場合における控除

税額の上限の上乗せ特例とのうち控除税額の上限が大きくなる方の特例

を適用する。 

ハ 試験研究費の額が平均売上金額の 10％を超える場合における税額控除

率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を３年延長する。 

ニ 基準年度比売上金額減少割合が２％以上等の場合における控除税額の上

限の上乗せ特例は、適用期限の到来をもって廃止する。 

② 中小企業技術基盤強化税制について、次の見直しを行う。 

イ 増減試験研究費割合が 9.4％を超える場合の特例を増減試験研究費割合

が 12％を超える場合に次のとおりとする特例に見直した上、その適用期

限を３年延長する。 

（イ）税額控除率（12％）に、増減試験研究費割合から 12％を控除した割

合に 0.375 を乗じて計算した割合を加算する。 

（ロ）控除税額の上限に当期の法人税額の 10％を上乗せする。 

ロ 試験研究費の額が平均売上金額の 10％を超える場合における税額控除

率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を３年延長する。 

ハ 基準年度比売上金額減少割合が２％以上等の場合における控除税額の上

限の上乗せ特例は、適用期限の到来をもって廃止する。 

（注）税額控除率は、17％を上限とする（現行と同じ。）。 

③ 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。 

イ 関係法令の改正を前提に、対象となる特別試験研究費の額に、特別新事

業開拓事業者との共同研究及び特別新事業開拓事業者への委託研究に係る

試験研究費の額を加え、その税額控除率を 25％とする。 

（注１）上記の「特別新事業開拓事業者」とは、産業競争力強化法の新事業

開拓事業者のうち同法の特定事業活動に資する事業を行う会社（既に

事業を開始しているもので、一定の投資事業有限責任組合を通じて又

は国立研究開発法人から出資を受けていること、設立後 15 年未満で

研究開発費の額の売上高の額に対する割合が 10％以上であること等

の要件に該当するものに限る。）で、その経営資源が、その特定事業



 

- 40 - 

活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業

の開拓を行うことに資するものであることその他の基準を満たすこと

につき経済産業大臣の証明があるものをいう。 

（注２）共同研究及び委託研究の範囲は、現行の研究開発型ベンチャー企業

との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への委託研究と同様とす

る。 

ロ 対象となる特別試験研究費の額に次の要件の全てを満たす試験研究に係

る（ロ）ａの額を加え、その税額控除率を 20％とする。 

（イ）その法人の役員又は使用人である次の者（以下「新規高度研究業務従

事者」という。）に対して人件費を支出して行う試験研究であること。 

ａ 博士の学位を授与された者で、その授与された日から５年を経過し

ていないもの 

ｂ 他の者（その法人との間に一定の資本関係がある者を除く。）の役

員又は使用人として 10 年以上専ら研究業務に従事していた者で、そ

の法人（その法人との間に一定の資本関係がある者を含む。）の役員

又は使用人となった日から５年を経過していないもの 

（ロ）ａの額がｂの額のうちに占める割合（以下「新規高度人件費割合」と

いう。）を前期の新規高度人件費割合で除して計算した割合が 1.03 以上

である法人が行う試験研究（工業化研究を除く。）であること。 

ａ 試験研究費の額（工業化研究に係る試験研究費の額を除く。）のう

ち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額 

ｂ 試験研究費の額のうちその法人の役員又は使用人である者に対する

人件費の額 

（ハ）次のいずれかに該当する試験研究であること。 

ａ その内容に関する提案が広く一般に又はその法人の使用人に募集さ

れたこと。 

ｂ その内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務従事者から提

案されたものであること。 

ｃ その試験研究に従事する者が広く一般に又はその法人の役員若しく

は使用人に募集され、その試験研究に従事する新規高度研究業務従事
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者がその募集に応じた者であること。 

ハ 対象となる特別試験研究費の範囲から、研究開発型ベンチャー企業との

共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への委託研究に係る試験研究費を

除外する。 

ニ 特別試験研究費の対象となる特別研究機関等との共同研究及び特別研究

機関等への委託研究について、特別研究機関等の範囲に福島国際研究教育

機構を加える。 

④ 試験研究費のうち対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究の

ために要する一定の費用について、既に有する大量の情報を用いる場合につ

いても対象とする。 

⑤ 試験研究費の範囲から、性能向上を目的としないことが明らかな開発業務

の一部として考案されるデザインに基づき行う設計及び試作に要する費用を

除外する。 

⑥ 分割等があった場合の調整計算の特例の適用を受けるための手続の見直し

その他の所要の措置を講ずる。 

（3）法人が大学、高等専門学校又は一定の専門学校を設置する学校法人又は準学

校法人の設立を目的とする法人（以下「学校法人設立準備法人」という。）に

対して支出する寄附金のうち次のいずれにも該当するもので、その学校法人設

立準備法人から財務大臣に対して届出があった日から令和 10 年３月 31 日まで

の間に支出されるものを、指定寄附金とする。 

① その学校法人又は準学校法人の設立前に、その設立に関する認可があるこ

とが確実であると認められる場合においてされる寄附金で、その設立のため

の費用に充てられるものであること。 

② 募集要綱に、学校法人設立準備法人の設立後５年を超えない範囲内におい

て募集要綱で定める日までに大学、高等専門学校又は一定の専門学校の設置

に係る認可を受けなかった場合には、残額を国又は地方公共団体に寄附する

旨の定めがあること。 

（地方税） 

（1）法人住民税及び法人事業税について、国税（1）の取扱いに準じて所要の措

置を講ずる。 
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（2）国税（2）の見直し及び延長に伴い、税額控除制度を中小企業者等に係る法

人住民税に適用する。 

（3）法人住民税及び法人事業税について、国税（3）の取扱いに準じて所要の措

置を講ずる。 

２ 地域における活力 

（国 税） 

（1）中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限を２年延長する。 

（2）中小企業投資促進税制について、次の見直しを行った上、その適用期限を２

年延長する（所得税についても同様とする。）。 

  ① 対象資産から、コインランドリー業（主要な事業であるものを除く。）の

用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除

外する。 

  ② 対象資産について、総トン数 500 トン以上の船舶にあっては、環境への負

荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た船舶に限定す

る。 

（3）中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控

除制度（中小企業経営強化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経営

力向上設備等の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業（主要

な事業であるものを除く。）の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他

の者に委託するものを除外した上、その適用期限を２年延長する（所得税につ

いても同様とする。）。 

３ 円滑・適正な納税のための環境整備 

（国 税） 

（1）法人が特別徴収義務者として納付する森林環境税に係る延滞金の額並びに法

人が第二次納税義務者として森林環境税及び森林環境税に係る延滞金等を納付

し、又は納入したことにより生じた損失の額は、損金の額に算入しないことと

する。 

（2）公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算について、累積

所得金額又は累積欠損金額の計算において資産の帳簿価額から減算する負債帳

簿価額等に資本金等の額を加算することとする。 
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（3）通算子法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場

合におけるその通算子法人の法人税及び地方法人税の確定申告書の提出期限に

ついて、次の見直しを行う。 

① その通算子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度の確定申告書の提

出期限をその事業年度終了の日の翌日から２月以内（現行：同日から１月以

内又は同日から１月以内に残余財産の最後の分配若しくは引渡しが行われる

場合にはその行われる日の前日まで）とする。 

② 通算親法人が確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている場合

には、その通算子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度についても特

例の適用があるものとする。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に現行の提出期限が到来する確定申

告書について適用する。 

（4）青色申告の承認申請書について、記載事項の簡素化を行う。 

（注）上記の改正は、令和９年１月１日以後に開始する事業年度について適用す

る。 

（5）青色申告書による申告をやめる旨の届出書について、その提出期限をその申

告をやめようとする事業年度の確定申告書の提出期限（現行：その申告をやめ

ようとする事業年度終了の日の翌日から２月以内）とするとともに、記載事項

の簡素化を行う。 

（注）上記の改正は、令和８年１月１日以後に開始する事業年度について適用す

る。 

（地方税） 

通算子法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合

におけるその通算子法人の法人事業税の確定申告書の提出期限について、次の見

直しを行う。 

（1）その通算子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度の法人事業税の確定

申告書の提出期限をその事業年度終了の日から２月以内（現行：同日から１月

以内又は同日から１月以内に残余財産の最後の分配若しくは引渡しが行われる

場合にはその行われる日の前日まで）とする。 

（2）その通算子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度について、法人事業
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税の確定申告書の提出期限の延長の特例を適用できることとする。 

（3）その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に現行の提出期限が到来する法人事業

税の確定申告書について適用する。 

４ その他の租税特別措置等 

（国 税） 

〔新設〕 

令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に産業競争力強化法の事業

再編計画の認定を受けた法人が同法の特定剰余金配当として行う現物分配で完全

子法人の株式が移転するものは、株式分配に該当することとし、その現物分配の

うち次の要件に該当するものは、適格株式分配に該当することとする（所得税に

ついても同様とする。）。 

（1）その法人の株主の持株数に応じて完全子法人の株式のみを交付するものであ

ること。 

（2）その現物分配の直後にその法人が有する完全子法人の株式の数が発行済株式

の総数の 20％未満となること。 

（3）完全子法人の従業者のおおむね 90％以上がその業務に引き続き従事するこ

とが見込まれていること。 

（4）適格株式分配と同様の非支配要件、主要事業継続要件及び特定役員継続要件

を満たすこと。 

（5）その認定に係る関係事業者又は外国関係法人の特定役員に対して新株予約権

が付与され、又は付与される見込みがあること等の要件を満たすこと。 

〔拡充等〕 

（1）地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の

特別償却又は税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を２

年延長する（所得税についても同様とする。）。 

① 特別償却率及び税額控除率を引き上げる措置について、次の措置を講ずる。 

イ 本措置の対象に、次の要件の全てを満たす場合を加える。 

（イ）その承認地域経済牽引事業者のその承認地域経済牽引事業について主

務大臣の確認を受ける事業年度の前事業年度及び前々事業年度における
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平均付加価値額が 50 億円以上であること。 

（ロ）その承認地域経済牽引事業が３億円以上の付加価値額を創出すると見

込まれるものであること。 

（ハ）労働生産性の伸び率及び投資収益率が一定水準以上となることが見込

まれること。 

ロ 本措置の対象から、承認地域経済牽引事業の実施場所が特定非常災害に

基因して事業又は居住の用に供することができなくなった建物又は構築物

が所在していた区域内である場合等に先進性に係る要件を満たすこととす

る特例により主務大臣の確認を受ける場合を除外する。 

② 承認地域経済牽引事業の主務大臣の確認要件について、次の見直しを行う。 

イ 次の運用の改善を行う。 

（イ）要件の判定において売上高を計算する場合には、需要の変動等による

影響を勘案した計算方法を用いることとする。 

（ロ）先進性に係る要件について、評価委員の評価精度の向上に向けた措置

を講ずる。 

ロ 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法

律の規定により特定重要物資として指定された物資の製造に係る事業につ

いては、サプライチェーンの強じん化に資する類型に該当しないものとし

て取り扱うこととする。 

ハ 対象事業を行う承認地域経済牽引事業者（以下「対象事業者」という。）

が取得する予定の減価償却資産の取得予定価額がその対象事業者の前事業

年度における減価償却費の額の 10％以上の額であることとの要件を、対

象事業者が取得する予定の減価償却資産の取得予定価額がその対象事業者

の前事業年度における減価償却費の額（その対象事業者が連結会社である

場合にあっては、これに、同一の連結の範囲に含まれる他の会社の前連結

会計年度における減価償却費の額の合計額を加えて得た額）の 20％以上

の額であることとの要件に見直す。 

（2）特定船舶の特別償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を

３年延長する（所得税についても同様とする。）。 

① 外航船舶について、次の見直しを行う。 
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イ 海上運送法の改正を前提に、同法の認定外航船舶確保等計画（仮称）に

従って取得等をした同法の特定外航船舶（仮称）の特別償却率を次のとお

りとする。 

（イ）特定先進船舶である特定船舶に該当する船舶（現行：18％（日本船舶

については、20％）） 

ａ 海上運送法の本邦対外船舶運航事業者等（仮称）の対外船舶運航事

業の用に供される船舶 30％（日本船舶については、32％） 

ｂ 上記ａ以外の船舶 28％（日本船舶については、30％）  

（ロ）特定先進船舶以外の特定船舶に該当する船舶（現行：15％（日本船舶

については、17％）） 

ａ 上記（イ）ａの船舶 27％（日本船舶については、29％） 

ｂ 上記（イ）ｂの船舶 25％（日本船舶については、27％） 

   （注）上記の改正は、海上運送法の改正法の施行の日以後に取得等をする船

舶（同日前に締結した契約に基づいて取得する船舶を除く。）について

適用する。 

ロ 特定先進船舶について、液化天然ガスを燃料とする船舶を加え、耐食鋼

を用いた船舶を除外する。 

ハ 対象船舶から匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供される船

舶（海上運送法の認定先進船舶導入等計画に従って取得等をした同法の先

進船舶を除く。）を除外する。 

ニ 事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に係る要件の見直しを行う。 

② 内航船舶について、対象を総トン数 500 トン以上（現行：300 トン以上）

の船舶に限定する。 

（3）特定事業継続力強化設備等の特別償却制度について、次の見直しを行った上、

その適用期限を２年延長する（所得税についても同様とする。）。 

① 対象資産に耐震装置を加える。 

② 令和７年４月１日以後に取得等をする資産の特別償却率を 16％（現行：

20％（令和５年４月１日以後は、18％））に引き下げる。 

（4）特定都市再生建築物の割増償却制度について、次の見直しを行った上、その

適用期限を３年延長する（所得税についても同様とする。）。 



 

- 47 - 

① 対象となる民間都市再生事業計画のうち特定都市再生緊急整備地域以外の

都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業計画の認定要件について、

次の見直しを行う。 

イ 都市再生特別措置法施行令の改正を前提に、その都市再生事業の施行さ

れる土地の区域の面積要件を0.5ha以上（現行：原則１ha以上）に引き下

げる。 

ロ 地方の魅力向上又は地域の活性化等に資する機能を整備することとの要

件を加える。 

② 特定都市再生緊急整備地域内において行われる都市再生事業の要件のうち

その都市再生事業の施行される土地の区域内に整備される建築物の延べ面積

要件を 75,000 ㎡以上（現行：50,000 ㎡以上）に引き上げる。 

〔延長〕 

（1）特定原子力施設炉心等除去準備金制度の適用期限を３年延長する。 

（2）短期の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用停止措置の期限を３年延長す

る。 

（3）退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置の適用期限を３年延長す

る。 

〔廃止・縮減等〕 

（1）デジタルトランスフォーメーション投資促進税制について、次のとおり主務

大臣の確認要件の見直しを行った上、その適用期限を２年延長する（所得税に

ついても同様とする。）。 

① 生産性の向上又は新需要の開拓に関する要件を、売上高が 10％以上増加

することが見込まれることとの要件に見直す。 

② 取組類型に関する要件を、対象事業の海外売上高比率が一定割合以上とな

ることが見込まれることとの要件に見直す。 

（注）令和５年４月１日前に認定の申請をした事業適応計画に従って同日以後に

取得等をする資産については、本制度を適用しないこととする。 

（2）港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却制度は、所要の経過措置

を講じた上、令和５年３月 31 日をもって廃止する。 

（3）関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別
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償却制度について、施設規模要件を４億円以上（現行：３億 5,000 万円以上）

に引き上げた上、その適用期限を２年延長する。 

（4）共同利用施設の特別償却制度について、建物の取得価額要件を 600 万円以上

（現行：400 万円以上）に引き上げた上、その適用期限を２年延長する。 

（5）特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行う

（所得税についても同様とする。）。 

① 半島振興対策実施地域に係る措置について、対象地区から過疎地域に係る

措置の対象地区を除外した上、その適用期限を２年延長する。 

② 離島振興対策実施地域に係る措置について、離島振興法の一部を改正する

法律による改正後の離島振興法の離島振興計画において産業振興促進事項に

記載されている地区（過疎地域に係る措置の対象地区を除く。）及び事業に

係る措置に改組した上、その適用期限を２年延長する。 

（注）上記の離島振興計画は、離島振興法の離島振興基本方針に適合している

旨の通知を受けたものに限る。 

③ 奄美群島に係る措置について、対象地区から過疎地域に係る措置の対象地

区を除外した上、その適用期限を１年延長する。 

（6）医療用機器等の特別償却制度について、医療用機器に係る措置の対象機器の

見直しを行った上、制度の適用期限を２年延長する（所得税についても同様と

する。）。 

（7）事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度につ

いて、次の見直しを行った上、その適用期限を２年延長する（所得税について

も同様とする。）。 

① 対象となる認定事業再編計画から、その認定事業再編計画に係る事業再編

がその法人の保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄のみ

を行うものである場合における当該認定事業再編計画を除外する。 

② 割増償却率を、機械装置については 35％（現行：40％）に、建物等及び

構築物については 40％（現行：45％）に、それぞれ引き下げる。 

（8）対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例（トン

数標準税制）について、関係法令の改正を前提に、次の措置を講じた上、令和

７年３月 31 日までに日本船舶・船員確保計画について認定を受けた対外船舶
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運航事業を営む法人に対して適用できることとする。 

① 純トン数に応じた利益の金額の計算の基礎となる 100 純トン・１日当たり

のみなし利益の金額を次のとおり見直す。 

区分 日本船舶 特定準日本船舶 

1,000 純トン以下 130 円（現行：120 円） 195 円（現行：180 円） 

1,000 純トン超 

10,000 純トン以下 
110 円（現 行 ：90 円） 165 円（現行：135 円） 

10,000 純トン超 

25,000 純トン以下 
70 円（現 行 ：60 円） 105 円（現 行 ：90 円） 

25,000 純トン超 40 円（現 行 ：30 円） 60 円（現 行 ：45 円） 

② 日本船舶・船員確保計画において日本船舶及び船員の確保の目標として記

載すべきその計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合を船隊規模に占

める日本船舶の隻数の割合に応じて最大 140％以上（現行：120％以上）と

する等の所要の見直しを行う。 

（9）農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例につ

いて、対象となる特定農業用機械等から取得価額が 30 万円未満の資産を除外

した上、農業経営基盤強化準備金制度の適用期限を２年延長する（所得税につ

いても同様とする。）。 

（10）法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度について、次の措置を講ず

る。 

① 適用除外措置（優良住宅地の造成等のための譲渡等に係る適用除外）につ

いて、次の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する。 

イ 対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡を除外

する。 

ロ 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に

対する土地等の譲渡に係る開発許可について、次に掲げる区域内において

行われる開発行為に係るものに限定する。 

（イ）市街化区域 

（ロ）市街化調整区域 

（ハ）区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域（用途地
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域が定められている区域に限る。） 

② 適用停止措置の期限を３年延長する。 

（11）特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った

上、その適用期限を３年延長する（所得税についても同様とする。）。 

① 既成市街地等の内から外への買換えを適用対象から除外する。 

② 航空機騒音障害区域の内から外への買換えについて、譲渡資産から令和２

年４月１日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の航空機騒音障害防

止特別地区又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に

関する法律の第二種区域となった区域内にある資産を除外する。 

③ 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えについて、

東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への本店又は主

たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割合を 90％（現

行：80％）に引き上げ、同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区

域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰延べ割

合を 60％（現行：70％）に引き下げる。 

④ 一定の船齢の日本船舶から環境への負荷の低減に資する一定の日本船舶へ

の買換えについて、次の見直しを行う。 

   イ 外航船舶について、次の見直しを行う。 

（イ）譲渡資産に係る船齢要件を 20 年未満（現行：25 年未満）に引き下げ

る。 

（ロ）買換資産に係る環境への負荷の低減に係る要件について、建造の後事

業の用に供されたことのない国際総トン数１万トン以上の船舶にあって

は特定船舶の特別償却制度における事業の経営の合理化及び環境への負

荷の低減に係る要件と同様とする等の見直しを行う。 

   ロ 内航船舶について、次の見直しを行う。 

（イ）譲渡資産に係る船齢要件を 23 年未満（現行：25 年未満）に引き下げ

る。 

（ロ）買換資産に係る環境への負荷の低減に係る要件を見直す。 

   ハ 港湾の作業船について、譲渡資産に係る船齢要件を 30 年未満（現行：

35 年未満）に引き下げた上、譲渡資産から平成 23 年１月１日以後に建造
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された船舶を除外する。 

ニ 譲渡資産及び買換資産が同一の用途である場合に限定する。 

  ⑤ 先行取得の場合、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の

特例及び特定の資産を交換した場合の課税の特例を除き、譲渡資産を譲渡し

た日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日の属する３月期間の末日の

翌日以後２月以内に本特例の適用を受ける旨、適用を受けようとする措置の

別、取得予定資産又は譲渡予定資産の種類等を記載した届出書を納税地の所

轄税務署長に届け出ることを適用要件に加える。 

（注）上記の「３月期間」とは、その事業年度をその開始の日以後３月ごとに

区分した各期間をいう。 

 ⑥ 先行取得の場合の届出書について、その記載事項を上記⑤と同様とする見

直しを行う。 

  ⑦ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記⑤及び⑥の改正は、令和６年４月１日以後に譲渡資産の譲渡をして、

同日以後に買換資産の取得をする場合の届出について適用する。 

（12）株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例について、対象か

ら株式交付後に株式交付親会社が同族会社（非同族の同族会社を除く。）に該

当する場合を除外する（所得税についても同様とする。）。 

（注）上記の改正は、令和５年 10 月１日以後に行われる株式交付について適用

する。 

（13）認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例は、認定期限が到来したため、

その規定を削除する。 

（14）投資法人に係る課税の特例における再生可能エネルギー発電設備に係る措

置について、設立に際して公募により発行した投資口の発行価額の総額が１億

円以上であることとの要件を除外した上、再生可能エネルギー発電設備の取得

期限を３年延長する。 

（15）震災特例法に係る被災代替資産等の特別償却制度について、対象資産を漁

船に限定した上、その適用期限を３年延長する（所得税についても同様とす

る。）。 

（注）法人が、やむを得ない事情により令和５年４月１日前に対象資産を事業
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の用に供することができなかった場合には、同日から令和７年３月 31 日ま

での間に事業の用に供する一定の資産について従前どおり適用を受けるこ

とができる経過措置を講ずる。 

（地方税） 

〔新設〕 

株式会社脱炭素化支援機構に係る法人事業税について、政府の出資金に相当す

る金額を資本金等の額から控除する資本割の課税標準の特例措置を５年間に限り

講ずる。 

〔延長・拡充等〕 

（1）国税〔拡充等〕（1）の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及

び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。 

（2）電気供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合に

おいて控除される収入金額の範囲に、次の収入金額を追加する課税標準の特例

措置を３年間に限り講ずる。 

① 小売電気事業者が一般送配電事業者又は配電事業者から託送供給を受けて

電気の供給を行う場合の当該電気の供給に係る収入金額のうち、当該電気の

供給に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額 

② 配電事業者が電気工作物を一般送配電事業者から譲り受けるなどして託送

供給を行う場合の配電事業者又は一般送配電事業者の託送供給に係る収入金

額のうち、当該電気工作物の譲り受け等に係る費用として支払うべき定期支

払額に相当する収入金額 

（3）銀行等保有株式取得機構に係る法人事業税の資本割の課税標準の特例措置の

適用期限を３年延長する。 

〔縮減等〕 

（1）国税〔廃止・縮減等〕（1）の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住

民税及び法人事業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用

する。 

（2）認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例は、認定期限が到来したため、

法人事業税の関係規定を削除する。 

５ その他 
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（国 税） 

（1）資金決済に関する法律の改正に伴い、同法の電子決済手段のうち同法の特定

信託受益権を法人税法上の有価証券の範囲から除外することとするほか、所要

の措置を講ずる。 

（2）土地改良法の改正による土地改良区から一般社団法人又は認可地縁団体への

組織変更制度の創設に伴い、次の措置を講ずる。 

① 公共法人が事業年度の中途において公益法人等又は普通法人に該当するこ

ととなった場合には、その該当することとなった日の前日に事業年度が終了

し、これに続く事業年度はその翌日から開始するものとする。 

② 公共法人が普通法人に該当することとなった場合には、その該当すること

となった日前の所得の金額の累積額又は欠損金額の累積額を、益金の額又は

損金の額に算入する。 

  ③ その他所要の措置を講ずる。 

（3）国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、対象

となる国庫補助金等の範囲に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構法に基づく助成金で省エネＡＩ半導体及びシステムに関する技術開発事

業（仮称）等に係るものを加える（所得税についても同様とする。）。 

（4）企業再生に関する税制について、次の措置を講ずる（次の①イ及び②の措置

は、所得税についても同様とする。）。 

① 事業再構築のための私的整理法制が整備されることを前提に、次の措置を

講ずる。 

イ 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金制度について、貸倒引当金の繰入事

由に金銭債権に係る債務者についての事業再構築のための計画が成立した

ことに基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることを加

え、その場合の繰入限度額をその金銭債権の額のうち５年以内に弁済され

ることとなっている金額以外の金額とする。 

ロ 欠損金の繰越控除制度について、控除限度額がその繰越控除前の所得の

金額となる事実に事業再構築のための計画が成立したことを加える。 

ハ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額及び地方法人税

額の還付の特例について、還付請求の対象となる事実に事業再構築のため
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の計画が成立したことを加える。 

② 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金制度について、企業再生税制の適用対

象である再生計画認可の決定があったことに準ずる事実が本制度の対象とな

る事由であることを明確化する。 

③ 再生計画認可の決定があったことに準ずる事実が生じた場合で資産の評価

損益の計上を行わないときは、民事再生等一定の事実による債務免除等があ

った場合に青色欠損金等の控除後に繰越欠損金を損金算入できる制度の適用

があることを明確化する。 

（5）暗号資産の評価方法等について、次の見直しを行う（次の②の見直しは、所

得税についても同様とする。）。 

  ① 法人が事業年度末において有する暗号資産のうち時価評価により評価損益

を計上するものの範囲から、次の要件に該当する暗号資産を除外する。 

   イ 自己が発行した暗号資産でその発行の時から継続して保有しているもの

であること。 

ロ その暗号資産の発行の時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が行

われているものであること。 

（イ）他の者に移転することができないようにする技術的措置がとられてい

ること。 

（ロ）一定の要件を満たす信託の信託財産としていること。 

  ② 自己が発行した暗号資産について、その取得価額を発行に要した費用の額

とする。 

  ③ 法人が暗号資産交換業者以外の者から借り入れた暗号資産の譲渡をした場

合において、その譲渡をした日の属する事業年度終了の時までにその暗号資

産と種類を同じくする暗号資産の買戻しをしていないときは、その時におい

てその買戻しをしたものとみなして計算した損益相当額を計上する。 

  ④ その他所要の措置を講ずる。 

（6）福島国際研究教育機構の設立に伴い、次の措置を講ずる（次の②の措置は、

所得税についても同様とする。）。 

① 福島国際研究教育機構を公共法人（法人税法別表第一）とする。 

② 特定公益増進法人の範囲に福島国際研究教育機構を加える。 
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（7）金融サービスの提供に関する法律の改正を前提に、金融経済教育推進機構

（仮称）を公益法人等（法人税法別表第二）とする。 

（8）原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の改正を前提

に、次の措置を講ずる。 

① 使用済燃料再処理機構の業務範囲の見直し等が行われた後も、同機構を引

き続き公益法人等（法人税法別表第二）とする。 

② 原子力発電施設解体準備金制度は、所要の経過措置を講じた上、廃止する。 

（9）水産業協同組合法等の改正を前提に、漁業協同組合等が行う漁場の安定的な

利用関係の確保のための組合員等の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用

を促進する事業に係る員外利用の制限の緩和が行われた後も、漁業協同組合等

を引き続き協同組合等（法人税法別表第三）とする。 

（10）法人が使用人に対して支給するつみたてＮＩＳＡ奨励金で所得税法の給与

等に該当するものは給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の対象とな

る給与等に該当することを明確化する（所得税についても同様とする。）。 

（地方税） 

（1）土地改良法の改正による土地改良区から一般社団法人又は認可地縁団体への

組織変更制度の創設に伴い、所要の措置を講ずる。 

（2）電気事業法等の改正に伴い、次の措置を講ずる。 

① 一定の要件を満たす蓄電用の電気工作物を用いて電気を放電する事業を電

気事業法上の発電事業と位置付けることに伴い、所要の措置を講ずる。 

② 関係法令の改正を前提に、非化石証書（固定価格買取制度の対象となる電

気に対して発行するものを除く。以下同じ。）の発行対象に、水素・アンモ

ニア・ＣＣＳ（注）火力由来の電気が追加された後も、引き続き非化石証書

に係る現行の事業税の税制上の措置を適用する。 

（注）Carbon dioxide Capture and Storage：二酸化炭素回収・貯留 

（3）国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。 

 

四 消費課税 

１ 適格請求書等保存方式に係る見直し 

（国 税） 
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（1）適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置 

① 適格請求書発行事業者の令和５年 10 月１日から令和８年９月 30 日までの

日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となっ

たこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の

適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額

に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に

８割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費

税額の２割とすることができることとする。 

（注１）上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和５年

10 月１日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免

税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間につい

ては、適用しない。 

（注２）課税事業者選択届出書を提出したことにより令和５年 10 月１日の属

する課税期間から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適

格請求書発行事業者が、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書

を提出したときは、当該課税期間からその課税事業者選択届出書は効力

を失うこととする。 

② 適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申

告書にその旨を付記するものとする。 

③ 上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期

間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所

轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡

易課税制度の適用を認めることとする。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（2）基準期間における課税売上高が１億円以下又は特定期間における課税売上高

が 5,000 万円以下である事業者が、令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30

日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支

払対価の額が１万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの

保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。 

（3）売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満である場合には、そ
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の適格返還請求書の交付義務を免除する。 

（注）上記の改正は、令和５年 10 月１日以後の課税資産の譲渡等につき行う売

上げに係る対価の返還等について適用する。 

（4）適格請求書発行事業者登録制度について、次の見直しを行う。 

① 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初

日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して

15 日前の日（現行：当該課税期間の初日の前日から起算して１月前の日）

までに登録申請書を提出しなければならないこととする。この場合において、

当該課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみ

なす。 

② 適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出

があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、

当該翌課税期間の初日から起算して 15 日前の日（現行：その提出があった

課税期間の末日から起算して 30 日前の日の前日）までに届出書を提出しな

ければならないこととする。 

③ 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和５年

10 月１日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、

その登録申請書に、提出する日から 15 日を経過する日以後の日を登録希望

日として記載するものとする。この場合において、当該登録希望日後に登録

がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなす。 

（注）上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和５年 10 月１日から適格請求書発行事

業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請

書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めな

いものとする。 

２ 承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置の創設 

（国 税） 

（1）承認酒類製造者のうち前年度の酒類の総課税移出数量（完全支配関係がある

者（令和５年４月１日前から引き続き完全支配関係がある者を除く。）の課税

移出数量を含む。）が 3,000 ㎘以下の者（資本金等の額が３億円を超え、かつ、

常時使用する従業員の数が 300 人を超える法人等を除く。）が、令和６年４月
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１日から令和 11 年３月 31 日までの間に、酒類の製造場から移出する酒類（当

該承認酒類製造者が受けた酒類の製造免許の品目と同一の品目のものに限る。）

に係る酒税額について、次に掲げる当年度酒税累計額の区分に応じそれぞれ次

に定める割合を軽減する措置を講ずる。 

当年度酒税累計額 軽減割合 

5,000 万円以下の金額 20％ 

5,000 万円を超え 8,000 万円以下の金額 10％ 

8,000 万円を超え１億円以下の金額 ５％ 

（注１）上記の改正は、令和６年４月１日以後に酒類の製造場から移出する酒類

について適用する。 

（注２）上記の「承認酒類製造者」とは、酒税の保全のために酒類業の健全な発

達に資する取組を適正かつ確実に行うことについて税務署長の承認を受け

た酒類製造者をいう。 

（注３）承認の申請をする者は、申請書に、酒類業の健全な発達に資するために

必要な経営基盤の強化のための目標やその目標を達成するための措置等を

記載した書面を添付した上で提出しなければならないこととする。 

（注４）承認酒類製造者が目標の達成状況等を記載した書面を税務署長に提出し

ない場合には、この措置は適用しないこととする。 

（注５）上記の「当年度酒税累計額」とは、その年度の初日以後に製造場から移

出した酒類について、酒税法等に規定する税率により算出した額の累計額

をいう。 

（注６）上記の軽減割合は、前年度の一の品目の酒類の課税移出数量が次に掲げ

る数量の場合にあっては、それぞれ次に定める割合を上記の軽減割合に乗

じて得た割合とする。 

① 400 ㎘を超え 1,000 ㎘以下 75％ 

② 1,000 ㎘を超え 1,300 ㎘以下 50％ 

③ 1,300 ㎘超 25％ 

（2）清酒等に係る酒税の税率の特例措置、ビールに係る酒税の税率の特例措置及

び被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置（以下「旧特
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例措置」という。）は、適用期限の到来をもって廃止する。なお、激変緩和等

の観点から、令和５年度については、旧特例措置を適用できることとするほか、

承認酒類製造者は、次に掲げる年度について上記（1）の措置に代えてそれぞ

れ次に定める措置を適用できることとする経過措置を講ずる。 

① 令和６年度から令和８年度まで 旧特例措置 

② 令和９年度 旧特例措置の軽減割合に 90％を乗じて得た割合を軽減割合

とする旧特例措置 

③ 令和 10 年度 旧特例措置の軽減割合に 80％を乗じて得た割合を軽減割合

とする旧特例措置 

（注）承認酒類製造者が目標の達成状況等を記載した書面を税務署長に提出しな

い場合には、上記①から③までの措置は適用しないこととする。 

（3）その他所要の措置を講ずる。 

３ 車体課税の見直し 

（国 税） 

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車重量

税の免税等の特例措置（いわゆる「自動車重量税のエコカー減税」）について、

次の措置を講ずる。 

（1）令和５年 12 月 31 日まで、現行制度を継続する。 

（2）その上で、次の見直しを行った上、その適用期限を令和８年４月 30 日まで

延長する。 

① 乗用自動車（軽油自動車を除く。） 

イ 自動車重量税を免除し、又は税率を 50％若しくは 25％軽減する自動車

に係る燃費性能に関する要件を次のとおりとする。 

現 行 令和６年１月１日以後 令和７年５月１日以後 

令和 12 年度燃費基準

に対する達成の程度が

90％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

現行と同じ。 令和 12 年度燃費基準を

達成しているもの（令

和２年度燃費基準を達

成しているものに限

る。） 
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令和 12 年度燃費基準

に対する達成の程度が

75％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

80％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

90％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準

に対する達成の程度が

60％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

70％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

80％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

ロ 平成 30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 30 年排出ガス基準値より

50％以上窒素酸化物の排出量が少ない自動車のうち、令和 12 年度燃費基

準に対する達成の程度が 75％以上であるもの（令和２年度燃費基準を達

成しているものに限る。）で、令和７年５月１日から令和８年４月 30 日ま

での間に自動車検査証の交付等を受けるものについては、当該自動車検査

証の交付等の際に納付すべき自動車重量税について本則税率を適用する経

過措置を講ずる。 

ハ 新車に係る新規検査後に受ける最初の継続検査等の際に納付すべき自動

車重量税を免除する自動車は、次に掲げるものとする。 

（イ）令和12年度燃費基準に対する達成の程度が120％以上である自動車で

令和６年１月１日から令和７年４月 30 日までの間に新車に係る新規検

査を受けるもの 

（ロ）令和12年度燃費基準に対する達成の程度が125％以上である自動車で

令和７年５月１日から令和８年４月 30 日までの間に新車に係る新規検

査を受けるもの 

② 乗用自動車（軽油自動車に限る。） 

イ 平成 30 年排出ガス規制に適合する自動車で、現行、自動車重量税を免
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除するものについて、自動車重量税を免除し、又は税率を 50％若しくは

25％軽減する自動車に係る燃費性能に関する要件を上記①イと同様とする。 

ロ 平成 30 年排出ガス規制に適合する自動車のうち令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が 75％以上であるもの（令和２年度燃費基準を達成し

ているものに限る。）で、令和７年５月１日から令和８年４月 30 日までの

間に自動車検査証の交付等を受けるものについては、当該自動車検査証の

交付等の際に納付すべき自動車重量税について本則税率を適用する経過措

置を講ずる。 

ハ 新車に係る新規検査後に受ける最初の継続検査等の際に納付すべき自動

車重量税を免除する自動車は、上記①ハ（イ）及び（ロ）に掲げるものと

する。 

③ トラック（車両総重量が 2.5ｔ以下の揮発油自動車に限る。） 

平成 30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 30 年排出ガス基準値より

50％以上窒素酸化物の排出量が少ない自動車について、自動車重量税を免除

し、又は税率を 75％、50％若しくは 25％軽減する自動車に係る燃費性能に

関する要件を次のとおりとする。 

現 行 令和６年１月１日以後 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 125％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成

の程度が 105％以上であるもの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 120％以上であるもの 

令和４年度燃費基準を達成してい

るもの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 115％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成

の程度が 95％以上であるもの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 105％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成

の程度が 90％以上であるもの 

④ バス（車両総重量が 3.5ｔ以下の軽油自動車に限る。） 

本措置の適用対象となる自動車の範囲から、平成 21 年排出ガス規制に適

合するものを除外する。 

⑤ トラック（車両総重量が 2.5ｔを超え 3.5ｔ以下の揮発油自動車及び軽油

自動車に限る。） 
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イ 揮発油自動車のうち、平成 30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 30

年排出ガス基準値より 50％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの及び軽

油自動車のうち平成 30 年排出ガス規制に適合するものについて、自動車

重量税を免除し、又は税率を 75％若しくは 50％軽減する自動車に係る燃

費性能に関する要件を次のとおりとする。 

現 行 令和６年１月１日以後 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 115％以上であるもの 

令和４年度燃費基準を達成してい

るもの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 110％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成

の程度が 95％以上であるもの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 105％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成

の程度が 90％以上であるもの 

ロ 揮発油自動車のうち、平成 30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 30

年排出ガス基準値より 25％以上窒素酸化物の排出量が少ないものについ

て、自動車重量税の税率を 75％又は 50％軽減する自動車に係る燃費性能

に関する要件を次のとおりとする。 

現 行 令和６年１月１日以後 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 115％以上であるもの 

令和４年度燃費基準を達成してい

るもの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 110％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成

の程度が 95％以上であるもの 

ハ 本措置の適用対象となる自動車の範囲に、揮発油自動車で平成 30 年排

出ガス規制に適合し、かつ、平成 30 年排出ガス基準値より 25％以上窒素

酸化物の排出量が少ない自動車のうち、令和４年度燃費基準に対する達成

の程度が 90％以上であるものを加える。 

ニ 本措置の適用対象となる自動車の範囲から、軽油自動車で平成 21 年排

出ガス規制に適合するものを除外する。 

⑥ バス・トラック（車両総重量が 3.5ｔを超えるものに限る。） 

イ 現行、税率を 75％軽減する自動車に係る軽減割合を、令和６年１月１
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日から令和７年４月 30 日までの間、50％とし、税率を 50％軽減する自動

車に係る軽減割合を、令和６年１月１日から令和７年４月 30 日までの間、

25％とし、同年５月１日以後は、本措置の適用対象となる自動車の範囲か

ら、税率を 25％軽減する自動車を除外する。 

ロ 自動車重量税を免除し、又は税率を 50％軽減する自動車に係る燃費性

能に関する要件を次のとおりとする。 

現 行 令和６年１月１日以後 令和７年５月１日以後 

平成 27 年度燃費基準

に対する達成の程度

が 115％以上である

もの 

現行と同じ。 令和７年度燃費基準を

達成しているもの 

平成 27 年度燃費基準

に対する達成の程度

が 105％以上である

もの 

平成 27 年度燃費基準に

対する達成の程度が

110％以上であるもの

（再掲） 

令和７年度燃費基準に

対する達成の程度が

95％以上であるもの 

（3）自動車重量税の納付の事実の確認等の特例措置について、次の見直しを行う。 

① 自動車重量税のエコカー減税の適用を受け、又は本則税率の適用を受けた

自動車の自動車重量税について、自動車製作者等の不正行為に起因し納付不

足額が発生した場合の当該自動車製作者等が納付すべき自動車重量税の額は、

当該納付不足額に 35％（現行：10％）を乗じて計算した金額を加算した金

額とする。 

② 上記①の自動車製作者等が納付した自動車重量税の額は、その法人の各事

業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととする。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に法定納期限が到来する自動車重

量税について適用する。 

（4）その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記（（1）及び（2）の適用期限の延長を除く。）の改正は、令和６年１月１

日から施行する。 

（地方税） 
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〈自動車税環境性能割〉 

（1）環境性能に応じた非課税又は１％若しくは２％の税率（営業用自動車にあっ

ては、非課税又は 0.5％若しくは１％の税率）の適用区分について、次の見直

しを行う。 

① 自家用乗用車 

燃費性能に関する要件を次のとおりとする。 

現 行 令和６年１月１日以後 令和７年４月１日以後 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

85％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

同左 令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

95％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

75％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

80％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

85％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

60％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

70％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

75％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

② 営業用乗用車 

燃費性能に関する要件を次のとおりとする。 
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現 行 令和６年１月１日以後 令和７年４月１日以後 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

75％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

80％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

90％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

65％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

70％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

80％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

60％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

同左 令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

70％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

③ バス（車両総重量が 3.5ｔ以下のガソリン自動車及び軽油自動車で、令和

６年１月１日以後に取得したものに限る。） 

イ ガソリン自動車のうち、平成 30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成

30 年排出ガス基準値より 50％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの又は

平成 17 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 17 年排出ガス基準値より

75％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの及び軽油自動車のうち、平成

30 年排出ガス規制に適合するもの又は平成 21 年排出ガス規制に適合

し、かつ、平成 21 年排出ガス基準値より 10％以上窒素酸化物等の排出量

が少ないものに適用する環境性能割の税率は、次のとおりとする。 

（イ）令和２年度燃費基準に対する達成の程度が 105％以上である自動車に

ついて、非課税とする。 

（ロ）令和２年度燃費基準を達成している自動車（（イ）に掲げるものを除
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く。）について、税率を１％とする。 

（ハ）（イ）及び（ロ）に掲げる自動車以外の自動車について、税率を３％

とする。 

ロ ガソリン自動車のうち、平成 30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成

30 年排出ガス基準値より 25％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの又は

平成 17 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 17 年排出ガス基準値より

50％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの及び軽油自動車のうち、平成

21 年排出ガス規制に適合するものに適用する環境性能割の税率は、次の

とおりとする。 

（イ）令和２年度燃費基準に対する達成の程度が 110％以上である自動車に

ついて、非課税とする。 

（ロ）令和２年度燃費基準に対する達成の程度が 105％以上である自動車

（（イ）に掲げるものを除く。）について、税率を１％とする。 

（ハ）令和２年度燃費基準を達成している自動車（（イ）及び（ロ）に掲げ

るものを除く。）について、税率を２％とする。 

（ニ）（イ）から（ハ）までに掲げる自動車以外の自動車について、税率を

３％とする。 

④ トラック（車両総重量が 2.5ｔ以下のもの） 

燃費性能に関する要件を次のとおりとする。 

現 行 令和６年１月１日以後 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 125％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成の

程度が 105％以上であるもの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 120％以上であるもの 

令和４年度燃費基準を達成している

もの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 115％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成の

程度が 95％以上であるもの 

⑤ トラック（車両総重量が 2.5ｔを超え 3.5ｔ以下のもの） 

燃費性能に関する要件を次のとおりとする。 
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現 行 令和６年１月１日以後 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 120％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成の

程度が 105％以上であるもの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 115％以上であるもの 

令和４年度燃費基準を達成している

もの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 110％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成の

程度が 95％以上であるもの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 105％以上であるもの 
― 

⑥ バス・トラック（車両総重量が 3.5ｔを超えるもの） 

燃費性能に関する要件を次のとおりとする。 

現 行 令和６年１月１日以後 令和７年４月１日以後 

平成 27 年度燃費基準に

対する達成の程度が

110％以上であるもの 

平成 27 年度燃費基準に

対する達成の程度が

115％以上であるもの 

令和７年度燃費基準に

対する達成の程度が

105％以上であるもの 

平成 27 年度燃費基準に

対する達成の程度が

105％以上であるもの 

平成 27 年度燃費基準に

対する達成の程度が

110％以上であるもの 

令和７年度燃費基準を

達成しているもの 

平成 27 年度燃費基準を

達成しているもの 

平成 27 年度燃費基準に

対する達成の程度が

105％以上であるもの 

令和７年度燃費基準に

対する達成の程度が

95％以上であるもの 

（2）令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に取得した軽油自動車

（乗用車に限る。）のうち、平成 30 年排出ガス規制又は平成 21 年排出ガス規

制に適合し、かつ、令和 12 年度燃費基準に対する達成の程度が 60％以上であ

り、かつ、令和２年度燃費基準を達成しているものに係る環境性能割を非課税

とする措置の適用期限を９月延長する。 

（3）その他所要の措置を講ずる。 

〈自動車税種別割〉 

（4）種別割において講じている燃費性能等の優れた自動車の税率を軽減し、一定
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年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置（いわゆる「種別割のグリー

ン化特例」）について、次の措置を講ずる。 

① 営業用乗用車（ガソリン自動車、石油ガス自動車又は軽油自動車に限る。） 

イ 現行のグリーン化特例（軽課）については、次のとおり適用期限を延長

する。なお、本特例措置は延長後の適用期限の到来をもって廃止する。 

（イ）税率を概ね 100 分の 75 軽減する措置の適用期限を３年延長する。 

（ロ）税率を概ね 100 分の 50 軽減する措置の適用期限を２年延長する。 

ロ 現行のグリーン化特例（重課）の適用期限を３年延長する。 

② ①以外の自動車 

現行のグリーン化特例（軽課）及びグリーン化特例（重課）の適用期限を

３年延長する。 

（5）その他所要の措置を講ずる。 

〈軽自動車税環境性能割〉 

（6）環境性能に応じた非課税又は１％若しくは２％の税率（営業用軽自動車にあ

っては、非課税又は 0.5％若しくは１％の税率。自家用軽自動車に係る特例措

置による２％の税率を除く。）の適用区分について、次の見直しを行う。 

① 乗用車 

燃費性能に関する要件を次のとおりとする。 

現 行 令和６年１月１日以後 令和７年４月１日以後 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

75％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

80％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

同左 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

60％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

70％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

75％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 
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令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

55％以上であるもの 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

60％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

令和 12 年度燃費基準に

対する達成の程度が

70％以上であるもの

（令和２年度燃費基準

を達成しているものに

限る。） 

② トラック（車両総重量が 2.5ｔ以下のもの） 

燃費性能に関する要件を次のとおりとする。 

現 行 令和６年１月１日以後 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 125％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成の

程度が 105％以上であるもの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 120％以上であるもの 

令和４年度燃費基準を達成している

もの 

平成 27 年度燃費基準に対する達成

の程度が 115％以上であるもの 

令和４年度燃費基準に対する達成の

程度が 95％以上であるもの 

（7）その他所要の措置を講ずる。 

〈軽自動車税種別割〉 

（8）種別割において講じている、燃費性能等の優れた軽自動車（新車に限る。）

を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置（いわゆる

「種別割のグリーン化特例（軽課）」）について、次の措置を講ずる。 

① 営業用乗用車（ガソリン軽自動車に限る。） 

現行のグリーン化特例（軽課）については、次のとおり適用期限を延長す

る。なお、本特例措置は延長後の適用期限の到来をもって廃止する。 

イ 税率を概ね 100 分の 50 軽減する措置の適用期限を３年延長する。 

ロ 税率を概ね 100 分の 25 軽減する措置の適用期限を２年延長する。 

② ①以外の軽自動車 

現行のグリーン化特例（軽課）の適用期限を３年延長する。 

（9）その他所要の措置を講ずる。 

〈自動車税・軽自動車税〉 

（10）自動車税及び軽自動車税の賦課徴収の特例措置について、次の見直しを行
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う。 

① 自動車製作者等の不正行為に起因し自動車税環境性能割等の納付不足額が

発生した場合の当該自動車製作者等が納付すべき自動車税環境性能割等の額

は、当該納付不足額に 35％（現行：10％）を乗じて計算した金額を加算し

た金額とする。 

② ①の自動車製作者等が納付した自動車税環境性能割等の額は、その法人の

各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととする。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に取得された自動車等に対して課す

る環境性能割並びに令和５年度分の令和６年１月１日以後に納税義務が発生

した者に課する種別割及び令和６年度以後の年度分の種別割について適用す

る。 

４ 租税特別措置等 

（国 税） 

〔新設〕 

特定複合観光施設区域整備法の規定により認定設置運営事業者のカジノ業務に

係るものとして経理される課税仕入れ等については、仕入税額控除制度の適用を

認めないこととし、それに伴い、次の調整措置その他所要の措置を講ずる。ただ

し、当該認定設置運営事業者のその課税期間における資産の譲渡等の対価の額の

合計額にカジノ業務に係る収入の合計額を加算した金額のうちに、当該カジノ業

務に係る収入の合計額の占める割合が５％を超えない場合には、当該課税仕入れ

等について仕入税額控除制度の対象とする。 

（1）認定設置運営事業者が、調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額（以下

「調整対象税額」という。）についてカジノ業務以外の業務（以下「非カジノ

業務」という。）の用に供するものとして仕入税額控除制度の適用を受けた場

合において、当該調整対象固定資産を課税仕入れ等の日から３年以内にカジノ

業務の用に供したときは、当該カジノ業務の用に供した日に応じた一定の割合

を乗じた調整対象税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額

から控除し、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消
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費税額とみなす。 

（2）認定設置運営事業者が、調整対象税額についてカジノ業務の用に供するもの

として仕入税額控除制度の適用を受けなかった場合において、当該調整対象固

定資産を課税仕入れ等の日から３年以内に非カジノ業務の用に供したときは、

当該非カジノ業務の用に供した日に応じた一定の割合を乗じた調整対象税額を

同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算し、当該加算をし

た後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に開始する課税期間から適用する。 

〔延長・拡充等〕 

（1）入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を１年

延長する。 

（2）バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例措置の適用期限を５年延長

する。 

（3）特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置の適用期限を３年延長

する。 

（4）特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油

石炭税の還付措置の適用期限を３年延長する。 

（5）輸入・国産農林漁業用Ａ重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限

を５年延長する。 

（6）非製品ガスに係る石油石炭税の還付措置の適用期限を５年延長する。 

（7）航空機燃料税の税率の特例措置、沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料

に係る航空機燃料税の税率の特例措置及び特定離島路線航空機に積み込まれる

航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、次の措置を講ずる。 

① 次のとおり税率を引き上げた上、その適用期限を５年延長する。 

 現 行 改正案 

一般国内航空機に積み込まれる航空機

燃料に係る航空機燃料税 
13,000 円/㎘ 18,000 円/㎘ 
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沖縄路線航空機に積み込まれる航空機

燃料に係る航空機燃料税 
6,500 円/㎘ 9,000 円/㎘ 

特定離島路線航空機に積み込まれる航

空機燃料に係る航空機燃料税 
9,750 円/㎘ 13,500 円/㎘ 

② 上記①の改正は、令和５年４月１日から実施するが、激変緩和の観点から、

上記①の現行の税率を２年間維持した上、税率改正の実施時期について次の

とおり経過措置を講ずる。 

イ 第一段階 令和７年４月１日 

ロ 第二段階 令和９年４月１日 

③ 上記②による税率改正の実施時期における具体的な税率は、次のとおりと

する。 

 現 行 
改正案 

第一段階 第二段階 

一般国内航空機に積み

込まれる航空機燃料に

係る航空機燃料税 

13,000 円/㎘ 15,000 円/㎘ 18,000 円/㎘ 

沖縄路線航空機に積み

込まれる航空機燃料に

係る航空機燃料税 

6,500 円/㎘ 7,500 円/㎘ 9,000 円/㎘ 

特定離島路線航空機に

積み込まれる航空機燃

料に係る航空機燃料税 

9,750 円/㎘ 11,250 円/㎘ 13,500 円/㎘ 

（8）車両安定性制御装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例

措置について、次の措置を講ずる。 

① 車両総重量が８ｔを超えるトラック（トレーラーを除く。②において同

じ。）のうち、側方衝突警報装置及び歩行者検知機能付き衝突被害軽減制動

制御装置（前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置をい

う。②において同じ。）を装備したものについて、令和５年５月１日から令

和６年４月 30 日までの間に新車に係る新規検査を受ける場合には、当該新
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規検査の際に納付すべき自動車重量税の税率を 50％軽減する。 

② バス等又は車両総重量が 3.5ｔを超えるトラックのうち、歩行者検知機能

付き衝突被害軽減制動制御装置を装備したもの（①に該当するものを除く。）

について、令和５年５月１日から令和８年４月 30 日までの間に新車に係る

新規検査を受ける場合には、当該新規検査の際に納付すべき自動車重量税の

税率を 25％軽減する。 

（地方税） 

〔新設〕 

〈軽自動車税種別割〉 

特定小型原動機付自転車に係る税率を 2,000 円とし、道路交通法の一部を改正

する法律附則第１条第３号に定める日の属する年度の翌年度（同法の施行日が４

月１日の場合には、同年度）分以後の軽自動車税種別割について適用する。 

〔拡充・延長等〕 

〈自動車税環境性能割〉 

（1）側方衝突警報装置を装備した自動車（新車に限る。）に係る自動車税環境性

能割の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を

２年延長する。 

① 車両総重量が８ｔを超えるトラック（トレーラーを除く。）で側方衝突警

報装置（左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置をいう。②

において同じ。）及び歩行者検知機能付き衝突被害軽減制動制御装置（衝突

に対する安全性の向上を図るための装置で、歩行者検知機能付きのものをい

う。③において同じ。）を装備したものに係る自動車税環境性能割について、

当該自動車の取得が令和５年４月１日から令和６年４月 30 日までの間に行

われたときに限り、その通常の取得価額から 350 万円を控除する。 

② 車両総重量が８ｔを超えるトラック（トレーラーを除く。）で側方衝突警

報装置を装備したものに係る自動車税環境性能割について、当該自動車の取

得が令和５年４月１日から令和６年４月 30 日までの間に行われたときに限

り、その通常の取得価額から 175 万円を控除する。 

③ バス等及び車両総重量が 3.5ｔを超えるトラック（トレーラーを除く。）

で歩行者検知機能付き衝突被害軽減制動制御装置を装備したものに係る自動
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車税環境性能割について、当該自動車の取得が令和５年４月１日から令和７

年３月 31 日までの間に行われたときに限り、その通常の取得価額から 175

万円を控除する。 

（2）都道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る自

動車税環境性能割の非課税措置の適用期限を２年延長する。 

（3）公共交通移動等円滑化基準に適合したノンステップバス及びリフト付きバス

並びにユニバーサルデザインタクシー（新車に限る。）に係る自動車税環境性

能割の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

〈航空機燃料譲与税〉 

（4）航空機燃料譲与税の譲与割合を、令和５年４月１日から令和７年３月 31 日

までの間は 13 分の４（現行と同じ。）、令和７年４月１日から令和９年３月 31

日までの間は 15 分の４、令和９年４月１日から令和 10 年３月 31 日までの間

は９分の２とする等所要の措置を講ずる。 

５ その他 

（国 税） 

（1）電気事業法の改正に伴い、消費税法上の生産設備等の範囲に蓄電用の電気工

作物を加える。 

（2）外国人旅行者向け消費税免税制度（輸出物品販売場制度）について、免税購

入された物品の税務署長の承認を受けない譲渡又は譲受けがされた場合には、

当該物品を譲り受けた者に対して譲り渡した者と連帯してその免除された消費

税を納付する義務を課すこととするほか、所要の措置を講ずる。 

（注１）上記の改正は、令和５年５月１日以後に行われる課税資産の譲渡等に係

る税務署長の承認を受けない譲渡又は譲受けについて適用する。 

（注２）上記の改正に伴い、輸出酒類販売場制度について所要の措置を講ずる。 

（3）資金決済に関する法律の改正に伴い、同法に規定する電子決済手段の譲渡に

ついて、消費税を非課税とするほか、所要の措置を講ずる。 

（4）事業再構築のための私的整理法制が整備されることを前提に、消費税に係る

貸倒れの範囲に事業再構築のための計画が成立したことにより債権の切捨てが

あったことを加える。 

（5）刑法等の一部を改正する法律による改正後の更生保護法の規定に基づく更生
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緊急保護に係る医療について、引き続き消費税を非課税とする。 

（6）都道府県知事等から国家戦略特別区域内に所在する場合の外国の保育士資格

を有する者の人員配置基準等の一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた

認可外保育施設において行われる保育について、消費税を非課税とする。 

（7）金融サービスの提供に関する法律の改正を前提に、金融経済教育推進機構

（仮称）を消費税法別表第三法人とする。 

（8）原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の改正を前提

に、使用済燃料再処理機構の業務範囲の見直し等が行われた後も、同機構を引

き続き消費税法別表第三法人とする。 

（9）福島国際研究教育機構の設立に伴い、同機構を消費税法別表第三法人とする。 

（10）日米宇宙協力に関する枠組協定（仮称）の締結を前提に、同協定に基づき

保税地域から引き取られる物品に係る消費税を免除する。 

（11）税関事務管理人制度の見直しに伴い、税関長が、輸入申告に係る納税管理

人及び税関事務管理人を定めなければならない者について特定税関事務管理人

を指定したときは、当該特定税関事務管理人は、保税地域からの引取りに係る

内国消費税に関する一定の事項を処理することとする等の所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和５年 10 月１日から施行する。 

（12）内国消費税について、課税貨物を保税地域から引き取る特例輸入者が帳簿

への記載を省略する場合に保存することとされている輸入許可書等の範囲に、

これらの書類に係る電磁的記録を含めることとする。 

（13）課税済み輸入製造たばこを輸出した場合におけるたばこ税の還付手続に当

たって必要となる書類の記載について、輸出許可書等に係る電磁的記録に基づ

いて記載できることとする。 

（14）石油石炭税における月別申告の特例の適用に当たって必要となる承認申請

書の記載について、輸入許可書等に係る電磁的記録に基づいて記載できること

とする。 

（15）電気事業法の改正を前提に、電源開発促進税の課税対象である販売電気の

範囲について所要の措置を講ずる。 

 

五 国際課税 
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１ グローバル・ミニマム課税への対応 

（国 税） 

（1）各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（国税）（仮称）の創設 

① 納税義務者 

内国法人は、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）を

納める義務がある。ただし、公共法人については、その義務がない。 

② 課税の範囲 

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に対して、各対象会計年度の

国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

（仮称）を課する。 

（注１）上記の「特定多国籍企業グループ等」とは、企業グループ等（次に掲

げるものをいい、多国籍企業グループ等に該当するものに限る。）のう

ち、各対象会計年度の直前の４対象会計年度のうち２以上の対象会計年

度の総収入金額が７億 5,000 万ユーロ相当額以上であるものをいう。 

イ 連結財務諸表等に財産及び損益の状況が連結して記載される会社等

及び連結の範囲から除外される一定の会社等に係る企業集団のうち、

最終親会社（他の会社等の支配持分を直接又は間接に有する会社等

（他の会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限る。）

をいう。）に係るもの 

ロ 会社等（上記イに掲げる企業集団に属する会社等を除く。）のうち、

その会社等の恒久的施設等の所在地国がその会社等の所在地国以外の

国又は地域であるもの 

（注２）上記（注１）の「多国籍企業グループ等」とは、次に掲げる企業グル

ープ等をいう。 

イ 上記（注１）イに掲げる企業グループ等に属する会社等の所在地国

（その会社等の恒久的施設等がある場合には、その恒久的施設等の所

在地国を含む。）が２以上ある場合のその企業グループ等その他これ

に準ずるもの 

ロ 上記（注１）ロに掲げる企業グループ等 

③ 税額の計算 
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各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）の額は、各対象

会計年度の国際最低課税額（課税標準）に 100 分の 90.7 の税率を乗じて計

算した金額とする。 

④ 申告及び納付等 

イ 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各対象会計年度の国際最

低課税額に対する法人税（仮称）の申告及び納付は、各対象会計年度終了

の日の翌日から１年３月（一定の場合には、１年６月）以内に行うものと

する。ただし、当該対象会計年度の国際最低課税額（課税標準）がない場

合は、当該申告を要しない。 

ロ 電子申告の特例等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様

とし、その他所要の措置を講ずる。 

⑤ その他 

質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様と

し、その他所要の措置を講ずる。 

（2）特定基準法人税額に対する地方法人税（国税）（仮称）の創設 

① 課税の対象 

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各課税対象会計年度の特定

基準法人税額には、特定基準法人税額に対する地方法人税（仮称）を課する。 

② 税額の計算 

イ 特定基準法人税額に対する地方法人税（仮称）の額は、各課税対象会計

年度の特定基準法人税額（課税標準）に 907 分の 93 の税率を乗じて計算

した金額とする。 

ロ 特定基準法人税額は、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税

（仮称）の額とする。ただし、附帯税の額を除く。 

③ 申告及び納付等 

イ 特定基準法人税額に対する地方法人税（仮称）の申告及び納付は、各課

税対象会計年度終了の日の翌日から１年３月（一定の場合には、１年６月）

以内に行うものとする。 

ロ 電子申告の特例等については、基準法人税額に対する地方法人税と同様

とし、その他所要の措置を講ずる。 
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④ その他 

質問検査、罰則等については、基準法人税額に対する地方法人税と同様と

し、その他所要の措置を講ずる。 

（3）情報申告制度の創設 

① 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、特定多

国籍企業グループ等に属する構成会社等の名称、当該構成会社等の所在地国

ごとの国別実効税率、当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課

税額その他必要な事項等（特定多国籍企業グループ等報告事項等）を、各対

象会計年度終了の日の翌日から１年３月（一定の場合には、１年６月）以内

に、電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により、納税地の所轄税務

署長に提供しなければならない。 

② 特定多国籍企業グループ等報告事項等の不提供及び虚偽報告に対する罰則

を設ける。 

（4）上記の改正に伴い、所要の措置を講ずる。 

（5）適用関係 

① 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）は、内国法人の

令和６年４月１日以後に開始する対象会計年度から適用する。 

② 特定基準法人税額に対する地方法人税（仮称）は、内国法人の令和６年４

月１日以後に開始する課税対象会計年度から適用する。 

③ 上記（3）及び（4）の改正は、内国法人の令和６年４月１日以後に開始す

る対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）について適用する。 

（以上につき付記参照） 

（地方税） 

法人住民税の計算の基礎となる法人税額に各対象会計年度の国際最低課税額に

対する法人税（仮称）の額を含まないこととするほか、所要の措置を講ずる。 

２ 外国子会社合算税制等の見直し 

（国 税） 

内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例（いわゆる「外国子会社合算

税制」）等について、次の見直しを行う。 

（1）特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が 27％以上（現行：30％以
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上）である場合には、会社単位の合算課税の適用を免除する。 

（2）申告書に添付することとされている外国関係会社に関する書類の範囲から次

に掲げる部分対象外国関係会社に関する書類を除外するとともに、その書類を

保存するものとする。 

① 部分適用対象金額がない部分対象外国関係会社 

② 部分適用対象金額が 2,000 万円以下であること等の要件を満たすことによ

り本制度が適用されない部分対象外国関係会社 

（3）申告書に添付することとされている外国関係会社に関する書類（外国関係会

社の株式等を直接又は間接に有する者（株主等）に関する事項を記載するもの

に限る。）の記載事項について、その書類に代えてその外国関係会社と株主等

との関係を系統的に示した図にその記載事項の全部又は一部を記載することが

できることとする。 

（4）上記の見直しのほか、内国法人に係る外国子会社合算税制について所要の措

置を講ずる。 

（5）居住者に係る外国子会社合算税制、特殊関係株主等である内国法人に係る外

国関係法人に係る所得の課税の特例等の関連制度につき、上記の見直しを踏ま

えた所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、内国法人の令和６年４月１日以後に開始する事業年度につい

て適用する。 

（地方税） 

法人住民税及び法人事業税について、内国法人の外国関係会社に係る所得の課

税の特例（いわゆる「外国子会社合算税制」）等の見直しに関する国税の取扱い

に準じて所要の措置を講ずる。 

３ 非居住者のカジノ所得の非課税制度の創設 

（国 税） 

非居住者（次に掲げる者のいずれかに該当するものを除く。）の令和９年１月

１日から令和 13 年 12 月 31 日までの間のカジノ所得については、所得税を課さ

ない。 

（1）特定複合観光施設区域整備法の規定により入場料等を賦課するものとされて

いる者 
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（2）特定複合観光施設区域整備法の規定によりカジノ行為を行ってはならないこ

ととされている者 

（注）上記の「カジノ所得」とは、カジノ行為（特定複合観光施設区域整備法の規

定によるカジノ事業の免許に係るカジノ行為区画で行うその免許に係る種類及

び方法のカジノ行為（同法の規定による設置運営事業の停止の命令等に違反し

て行われたものを除く。）に限る。）の勝金に係る一時所得をいう。 

４ その他 

（国 税） 

（1）特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非

課税措置の適用期限を３年延長する。 

（2）クロスボーダー取引に係る利子等の課税の特例等について、次の措置を講ず

る。 

① 振替国債等の利子の課税の特例等について、電子情報処理組織を使用する

方法（e-Tax）により税務署長に対して提出する次に掲げる書類のファイル

形式を、ＸＭＬ形式又はＣＳＶ形式とする。 

イ 非課税適用申告書等 

ロ 特例書類 

（注）上記の改正は、令和６年７月１日以後に提出する書類について適用する。 

② 上場株式等の配当等に係る租税条約等の適用手続について、その配当等の

支払の取扱者のその支払を受ける者等に関する事項の光ディスク等による税

務署長に対する提供に代えて、電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）

により提供することができることとする。 

（注１）上記の電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により提供する場

合におけるその提供に関するファイル形式は、ＣＳＶ形式とする。 

（注２）上記の改正は、令和６年７月１日以後に提供する事項について適用す

る。 

（地方税） 

個人住民税、法人住民税及び事業税について、国税における諸制度の取扱いに

準じて所要の措置を講ずる。 
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六 納税環境整備 

１ 電子帳簿等保存制度の見直し 

（国 税） 

（1）国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、一定の国税関係

帳簿に係る電磁的記録の保存等が、国税の納税義務の適正な履行に資するもの

として一定の要件等を満たしている場合におけるその国税関係帳簿（以下「優

良な電子帳簿」という。）に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる申告

所得税及び法人税に係る優良な電子帳簿の範囲を次のとおりとする。 

① 仕訳帳 

② 総勘定元帳 

③ 次に掲げる事項（申告所得税に係る優良な電子帳簿にあっては、ニに掲げ

る事項を除く。）の記載に係る上記①及び②以外の帳簿 

イ 手形（融通手形を除く。）上の債権債務に関する事項 

ロ 売掛金（未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。）

その他債権に関する事項（当座預金の預入れ及び引出しに関する事項を除

く。） 

ハ 買掛金（未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。）

その他債務に関する事項 

ニ 有価証券（商品であるものを除く。）に関する事項 

ホ 減価償却資産に関する事項 

ヘ 繰延資産に関する事項 

ト 売上げ（加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有するも

の等を含む。）その他収入に関する事項 

チ 仕入れその他経費又は費用（法人税に係る優良な電子帳簿にあっては、

賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除く。）に関する事項 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に法定申告期限等が到来する国税に

ついて適用する。 

（2）国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。 

① 国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関す

る情報の保存要件を廃止する。 
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② 国税関係書類に係る記録事項の入力者等に関する情報の確認要件を廃止す

る。 

③ 相互関連性要件について、国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事

項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしてお

くこととされる書類を、契約書・領収書等の重要書類に限定する。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に保存が行われる国税関係書類につ

いて適用する。 

（3）電子取引（取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。）

の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次の見直しを行う。 

① 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件について、次の措置を講

ずる。 

イ 保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダ

ウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には検索要件

の全てを不要とする措置について、対象者を次のとおりとする。 

（イ）その判定期間における売上高が 5,000 万円以下（現行：1,000 万円以

下）である保存義務者 

（ロ）その電磁的記録の出力書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力さ

れ、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限る。）

の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者 

ロ 電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認要件を廃止する。 

② 電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすること

ができなかったことについて相当の理由がある保存義務者に対する猶予措置

として、申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納

税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要

件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると

認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録のダウン

ロードの求め及び当該電磁的記録の出力書面（整然とした形式及び明瞭な状

態で出力されたものに限る。）の提示又は提出の求めに応じることができる

ようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保

存をすることができることとする。 
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③ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕

措置は、適用期限の到来をもって廃止する。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に行う電子取引の取引情報に係る電

磁的記録について適用する。 

（4）その他所要の措置を講ずる。 

２ 加算税制度の見直し 

（国 税） 

加算税制度について、次の見直しを行う。 

（1）無申告加算税の割合（現行：15％（納付すべき税額が 50 万円を超える部分

は 20％））について、納付すべき税額が 300 万円を超える部分に対する割合を

30％に引き上げる。 

（注１）調査通知以後に、かつ、その調査があることにより更正又は決定がある

べきことを予知（（2）において「更正予知」という。）する前にされた期

限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合（現行：10％（納付す

べき税額が50万円を超える部分は15％））については、上記の納付すべき

税額が 300 万円を超える部分に対する割合を 25％とする。 

（注２）上記の納付すべき税額が 300 万円を超える部分に対する割合について、

納付すべき税額が 300 万円を超えることにつき納税者の責めに帰すべき事

由がない場合の適用に関する所要の措置を講ずる。 

（2）過去に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合に無申告加算税

又は重加算税の割合を 10％加重する措置の対象に、期限後申告若しくは修正

申告（調査通知前に、かつ、更正予知する前にされたものを除く。）又は更正

若しくは決定（以下「期限後申告等」という。）があった場合において、その

期限後申告等に係る国税の前年度及び前々年度の当該国税の属する税目につい

て、無申告加算税（期限後申告又は修正申告が、調査通知前に、かつ、更正予

知する前にされたものであるときに課されたものを除く。）若しくは無申告加

算税に代えて課される重加算税（（2）において「無申告加算税等」という。）

を課されたことがあるとき、又はその無申告加算税等に係る賦課決定をすべき

と認めるときに、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税等を加える。 

（注）過少申告加算税、源泉徴収等による国税に係る不納付加算税及び重加算税
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（無申告加算税に代えて課されるものを除く。）については、上記の見直し

の対象としない。 

（3）その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に法定申告期限が到来する国税につい

て適用する。 

３ その他 

（国 税） 

（1）ダイレクト納付の利便性の向上 

電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により行われる期限内申告等と

併せてダイレクト納付の手続が法定納期限に行われた場合（その税額が１億円

以下である場合に限る。）において、法定納期限の翌日にその納付がされたと

きは、法定納期限に納付があったものとみなして、延滞税等に関する規定を適

用するほか、これに伴う所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和６年４月１日以後に行うダイレクト納付の手続につい

て適用する。 

（2）公示送達制度の見直し 

公示送達制度について、次の見直しを行う。 

① 公示送達は、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数

の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記

載された書面を税務署等の掲示場に掲示し、又は公示事項をその税務署等に

設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態

に置く措置をとることによってすることとする。 

② 公示事項について、送達すべき書類の名称の公示を不要とするとともに、

送達すべき書類を特定するために必要な情報を公示するための措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、他法令における公示送達制度の見直しの適用時期を踏まえ、

実施する。 

（3）税理士の懲戒処分等の公告方法の見直し 

税理士の懲戒処分の公告は、財務大臣が、公告事項を、相当と認める期間、

インターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる

状態に置く措置をとるとともに、官報をもって公告する方法により行うことと
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する（税理士であった者の懲戒処分を受けるべきであったことについての決定

の公告及び税理士法人の税理士法違反行為等に対する処分の公告についても同

様とする。）。 

（注１）上記の改正は、令和６年４月１日から施行する。 

（注２）上記の「相当と認める期間」は、概ね、次に掲げる場合の区分に応じそ

れぞれ次に定める期間として取り扱うこととする。 

① 税理士業務の禁止の懲戒処分又は税理士法人の解散の命令の公告であ

る場合 税理士等がその処分を受けた日から３年間 

② 税理士業務の停止の懲戒処分等の公告である場合 税理士業務の停止

の期間 

③ 戒告の懲戒処分等の公告である場合 税理士等がその処分を受けた日

から１月間 

④ 懲戒処分を受けるべきであったことについての決定の公告である場

合 税理士であった者が受けるべきであったその懲戒処分の種類に応じ

上記①から③までに定める期間に準ずる期間 

（4）税理士試験合格者の公告方法等の見直し 

税理士試験合格者等の公告及び税理士試験実施の日時等の公告は、国税審議

会会長が、公告事項を、相当と認める期間、インターネットを利用する方法に

より不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、

官報をもって公告する方法により行うこととする（国税審議会が行う公認会計

士の税法に関する研修の公告、試験科目の一部の免除の認定基準の公告及び税

理士試験免除に係る指定研修の公告についても同様とする。）。また、税理士試

験合格者等の公告について、公告事項を受験番号（現行：氏名）とし、税理士

試験全科目免除者の公告を廃止する。 

（注）上記の改正は、令和６年４月１日から施行する。 

（5）スマートフォン用電子証明書を利用した e-Tax の利便性の向上 

電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により申請等を行う際に送信す

べき電子証明書の範囲に、スマートフォンに搭載された署名用電子証明書を加

えるとともに、利用者証明用電子証明書が搭載されたスマートフォンを用いて

電子情報処理組織を使用する方法により申請等又は国税の納付を行う際に、識
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別符号及び暗証符号の入力を要しないこととする等の所要の措置を講ずる。 

（注１）上記の改正は、令和７年１月１日以後に行う申請等又は同日以後に行う

国税の納付について適用する。 

（注２）e-Tax の利便性の向上及び税務手続のデジタル化の推進を図る観点から、

国税庁の新たな基幹システム（次世代システム）の導入時期に合わせて、

処分通知等の更なる電子化に取り組む。 

（6）滞納処分免脱罪の適用対象の整備 

滞納処分免脱罪の適用対象に、納税者等が滞納処分の執行又は徴収の共助の

要請による徴収を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損

し、又はその滞納処分に係る滞納処分費等を増大させる行為をした場合を加え

る。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後にした違反行為について適用する。 

（7）徴収職員の滞納処分に関する調査手続等の見直し 

徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権等について、次の見直し

を行う。 

① 滞納処分に関する調査に係る質問検査権の対象に、帳簿書類以外の物件を

加える。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に新たに滞納者等に対して開始す

る調査に係る質問検査等について適用する。 

② 滞納処分に関する調査の相手方に対し、帳簿書類その他の物件（その写し

を含む。）の提示又は提出を求めることができることとする（納税の猶予の

申請に関する調査についても同様とするとともに、猶予の不許可事由につい

て所要の整備を行う。）。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に新たに滞納者等に対して開始す

る調査に係る質問検査等又は同日以後に申請される納税の猶予について適

用する。 

③ 滞納処分に関する調査において滞納者等から提出された物件の預かり・返

還等に関する手続を整備する（納税の猶予の申請に関する調査についても同

様とする。）。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に提出される物件又は同日以後に



 

- 87 - 

申請される納税の猶予について適用する。 

④ 滞納処分に関する調査に係る質問検査権の行使先の範囲について、滞納者

に対して過去に債権又は債務があったと認めるに足りる相当の理由がある者

が含まれることを法令上明確化する。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に新たに滞納者等に対して開始す

る調査に係る質問検査等について適用する。 

⑤ その他所要の措置を講ずる。 

（8）事業者等への協力要請の整備 

徴収職員は、事業者（特別の法律により設立された法人を含む。）に、滞納

処分に関する調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供

その他の協力を求めることができることを法令上明確化する。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に行う協力の求めについて適用する。 

（9）税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令制度の創設等 

① 財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者が税務相談を行った場合（税

理士法の別段の定めにより税務相談を行った場合を除く。）において、更に

反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の

賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受け

させることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止す

るため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、その税理士又は税理士

法人でない者に対し、その税務相談の停止その他その停止が実効的に行われ

ることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができること

とする。 

（注１）財務大臣は、上記の命令をしたときは、遅滞なくその旨を、相当と認

める期間、インターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧

することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもって公告し

なければならない。 

（注２）上記（注１）の「相当と認める期間」は、概ね、上記の命令を受けた

日から３年間として取り扱うこととする。 

② 国税庁長官は、上記①の命令をすべきか否かを調査する必要があると認め

るときは、税務相談を行った者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者
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に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類（その電磁的記録を含む。）

を検査させることができることとする。 

（注）上記の質問検査等に対する拒否又は虚偽答弁等については、税理士等に

対する質問検査等の場合と同様の罰則を設ける。 

③ 上記①の命令について、命令違反に対する罰則を設ける。法定刑は、１年

以下の懲役又は 100 万円以下の罰金とする。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和６年４月１日から施行する。 

（備考）令和４年度税制改正で決定された「税理士法に違反する行為又は事実に

関する調査の見直し」のうち、税理士法に違反する行為又は事実に関する

調査に係る質問検査等の対象に税理士業務の制限又は名称の使用制限に違

反したと思料される者を加える部分については、上記の措置として講ずる。 

（地方税） 

（1）クラウド等を利用した給与支払報告書等の提出方法の整備 

国税において可能とされているクラウド等を利用した支払調書等の提出方法

について、同様の方法により個人住民税においても給与支払報告書等の提出を

行うことができることとする。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日から施行し、eLTAX のシステム面も含め

た実務的な準備が整い次第対応する。 

（2）償却資産（知事・大臣配分資産）に係る固定資産税の申告・通知の電子化 

① 都道府県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産の所有者が行う申告につ

いて、eLTAX を通じて電子的に行うことができることとする。 

② 都道府県知事又は総務大臣が所有者に対して行う固定資産の価格等の通知

について、①により電子的に申告を行う所有者が申出をしたときは、電子的

に通知する。 

（注）上記の改正は、令和７年度分以後の償却資産に係る固定資産税について適

用する。 

（3）相続税に係る固定資産情報の通知の電子化 

令和４年度税制改正により、市町村長が相続税の課税のために税務署長に対

して行うこととされた固定資産情報の通知について、eLTAX を通じて電子的に
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通知する。 

（注）上記の改正は、令和４年度の相続税法改正法の施行の日から施行する。 

（4）法人事業税に係る eLTAX を通じた団体間回送手続の対象拡大 

eLTAX を通じて行うことができる行政機関間の通知の対象に、法人事業税の

確定申告書の提出期限の延長の特例等に係る通知を追加する。 

（5）個人住民税における配偶者特別控除の適用に係る所要の措置 

夫婦それぞれの合計所得金額が一定の金額である場合における個人住民税の

配偶者控除及び配偶者特別控除の適用関係を整理するための所要の措置を講ず

る。 

（注）上記の改正は、令和８年度分以後の個人住民税について適用する。 

（6）ふるさと納税の指定取消しに係る所要の措置 

① 総務大臣は、ふるさと納税（特例控除）の対象として指定をした都道府県

又は市区町村（以下「都道府県等」という。）が、指定の取消しをしようと

するとき前２年以内に基準に適合していなかったと認める場合等には、指定

を取り消すことができることとする。 

（注）上記の改正は、都道府県等が令和５年４月１日以後に基準に適合してい

なかった場合等について適用する。 

② 指定を取り消された都道府県等が、指定取消期間（指定の取消しの日から

起算して２年間）を経過した後に指定を受けるため、申出書等を総務大臣に

提出することができる期間について、所要の措置を講ずる。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（7）固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権の対象の明確化 

固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権の行使先の範囲について、納

税義務者が所有する家屋の施工業者が含まれることを法令上明確化する。 

（注）上記の改正は、令和６年４月１日から施行する。 

（8）少額減価償却資産等に係る規定の整備 

令和４年度税制改正により、国税における少額の減価償却資産の取得価額の

損金算入制度及び一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け

（主要な事業として行われるものを除く。）の用に供した資産を除外するとさ

れたことに伴い、償却資産に係る固定資産税について、これに準じて所要の措
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置を講ずる。 

（9）電子帳簿等保存制度の見直し 

① 地方たばこ税及び軽油引取税に係る書類（以下「地方税関係書類」とい

う。）に係るスキャナ保存制度について、次の見直しを行う。 

イ 地方税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに

関する情報の保存要件を廃止する。 

ロ 地方税関係書類に係る記録事項の入力者等に関する情報の確認要件を廃

止する。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に保存が行われる地方税関係書類

について適用する。 

② 地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の保存制度について、

次の見直しを行う。 

イ 地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の保存要件について、

次の措置を講ずる。 

（イ）保存義務者が徴税吏員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロー

ドの求めに応じることができるようにしている場合には検索要件の全て

を不要とする措置について、対象者を次のとおりとする。 

ａ その判定期間における売上高が 5,000 万円以下（現行：1,000 万円

以下）である保存義務者 

ｂ その電磁的記録の出力書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力

され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限

る。）の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保

存義務者 

（ロ）電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認要件を廃止する。 

ロ 地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を保存要件に従って

保存をすることができなかったことについて相当の理由がある保存義務者

に対する猶予措置として、地方公共団体の長が当該地方税関係書類に記載

すべき事項に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができな

かったことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が質

問検査権に基づく当該電磁的記録のダウンロードの求め及び当該電磁的記
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録の出力書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。）

の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、そ

の保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができること

とする。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に行う地方税関係書類に記載すべ

き事項に係る電磁的記録について適用する。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（10）加算金制度の見直し 

加算金制度について、次の見直しを行う。 

① 不申告加算金の割合（現行：15％（納付すべき税額が 50 万円を超える部

分は 20％））について、納付すべき税額が 300 万円を超える部分に対する割

合を 30％に引き上げる。 

（注）上記の納付すべき税額が 300 万円を超える部分に対する割合について、

納付すべき税額が 300 万円を超えることにつき納税者等の責めに帰すべき

事由がない場合の適用に関する所要の措置を講ずる。 

② 過去に不申告加算金又は重加算金が課されたことがある場合に不申告加算

金又は重加算金の割合を 10％加重する措置の対象に、期限後申告若しくは

修正申告（更正又は決定があるべきことを予知（以下②において「更正予知」

という。）してされたものでないもの等を除く。）又は更正若しくは決定（以

下②において「期限後申告等」という。）があった場合において、その期限

後申告等に係る地方税の前年度及び前々年度の当該地方税の属する税目につ

いて、不申告加算金（更正予知によらないもの等を除く。）又は不申告加算

金に代えて課される重加算金（以下②において「不申告加算金等」という。）

に係る決定をすべきと認めるときに、その期限後申告等に基づき課する不申

告加算金等を加える。 

（注）過少申告加算金及び重加算金（不申告加算金に代えて課されるものを除

く。）については、上記見直しの対象としない。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に申告書の提出期限が到来する地方

税について適用する。 
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（11）公示送達制度の見直し 

公示送達制度について、次の見直しを行う。 

① 公示送達は、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数

の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記

載された書面を地方公共団体の掲示場に掲示し、又は公示事項をその地方公

共団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をする

ことができる状態に置く措置をとることによってすることとする。 

② その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、他法令における公示送達制度の見直しの適用時期を踏まえ、

実施する。 

（12）滞納処分免脱罪の適用対象の整備 

滞納処分免脱罪の適用対象に、納税者等が滞納処分の執行を免れる目的で、

その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納

処分費を増大させる行為をした場合を加える。 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後にした違反行為について適用する。 

（13）徴収の猶予の申請に関する調査手続等の見直し 

徴収の猶予の申請に関する調査について、次の見直しを行う。 

① 徴収の猶予の申請に関する調査の相手方に対し、帳簿書類その他の物件

（その写しを含む。）の提示又は提出を求めることができることとするとと

もに、猶予の不許可事由について所要の整備を行う。 

② 提出された物件の預かり・返還等に関する手続を整備する。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記①及び②の改正は、令和６年１月１日以後に申請される徴収の猶予に

ついて適用する。 

 

七 関税 

１ 暫定税率等の適用期限の延長等 

（1）令和５年３月31日に適用期限の到来する暫定税率（412品目）及び特別緊急

関税制度について、令和６年３月 31 日まで適用期限の延長を行う。 

（2）加糖調製品（６品目）について、国内産糖への支援の原資となる調整金の拡
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大のため、次のとおり暫定税率の引下げを行う。 

関税率表番号 主な品名 現行 改正案 

1806.10-1 ココア粉 23.1％ 21.7％ 

1806.20-2-(1)-Ｂ ココアの調製品 23％ 21.9％ 

1901.90-2-(1)-Ａ-(b) ミルクの調製品 24.4％ 23.4％ 

2101.11-1 コーヒーのエキス 12.1％ 9.7％ 

2106.10-2-(1)-Ｂ たんぱく質濃縮物 11.5％ 9.6％ 

2106.90-2-(2)-Ｅ-(a)-

ハ-(ロ)-Ⅲ-(Ⅰ) 

乳糖を含有する調

製食料品 
24.4％ 23.4％ 

（3）令和５年３月 31 日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工

再輸入減税制度について、令和８年３月 31 日まで適用期限の延長を行う。 

２ 個別品目の関税率の見直し 

プロポリス原塊及びセルラーバンブーパネルの分類変更に伴い、税細分を新設

することで現行の関税率を維持する。 

３ 急増する輸入貨物への対応 

（1）輸入申告項目に「通販貨物の該否」（ＥＣプラットフォームを利用して販売

した通販貨物の場合は「ＥＣプラットフォームの名称」を含む。）、「国内配送

先」及び「輸入者の住所及び氏名」を追加する。 

（2）税関事務管理人制度について、次の事項を可能とする等の規定の整備を行う。 

① 税関事務管理人の届出がない場合、税関長が非居住者に対し、税関事務管

理人に処理させる必要があると認められる事項（以下「特定事項」という。）

を明示して、期限を指定して税関事務管理人の届出を求めること。 

② 非居住者が期限までに税関事務管理人を届け出ない場合に、税関長が、国

内居住者で特定事項の処理につき便宜を有する者のうち一定の国内関連者を、

特定事項を処理させる税関事務管理人として指定すること。 

（注）上記の「一定の国内関連者」とは、非居住者と資本関係がある等特殊な

関係を有する者、関税の税額等の計算の基礎となるべき事実について非居

住者との契約により密接な関係を有する者、非居住者が利用するＥＣプラ

ットフォームを運営する事業者等をいう。 

（3）税関事務管理人の届出項目に「届出者（非居住者）の事業」、「届出者（非居
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住者）と税関事務管理人との関係」等を追加するとともに、届出を行う非居住

者は税関事務管理人との委任関係を証する書類を提出しなければならないこと

とする。 

４ 知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象拡大 

知的財産侵害物品の認定手続について、簡素化手続の対象に特許権、実用新案

権、意匠権及び保護対象営業秘密を追加する。 

５ 加熱式たばこに係る簡易税率の新設等 

（1）入国者が携帯する加熱式たばこに係る簡易税率を新設し、簡易税率の水準を

スティック型 15 円/本、リキッド型 50 円/個とする。 

（注）上記の「スティック型」とは、紙で巻いた葉たばこ等のスティックを燃焼

せずに加熱して喫煙するものをいい、上記の「リキッド型」とは、カートリ

ッジに充塡されたグリセリン等を燃焼せずに加熱して葉たばこ等が充塡され

た容器を経由して喫煙するもの等をいう。 

（2）入国者が携帯するアルコール飲料に係る簡易税率について、現行水準（蒸留

酒 300 円/ℓ、その他 200 円/ℓ）を維持する。 

６ その他 

（1）植物防疫法の改正により検疫検査の対象となった中古農機等を、政令上の

「保税地域外に置くことができる貨物」に追加する。 

（2）保税蔵置場の許可手数料等に係る初月分の納付期限を許可の日から 20 日以

内に緩和する等の規定の整備を行う。 

（3）納税環境整備に係る内国税の規定を踏まえた所要の規定の整備等を行う。 
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【付記】各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）の創設等 

一 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）の基本的な仕組み 

１ 納税義務者 

内国法人は、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）を納め

る義務がある。ただし、公共法人については、その義務がない。 

２ 課税の範囲 

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に対して、各対象会計年度の国際

最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）

を課する。 

３ 特定多国籍企業グループ等の範囲 

特定多国籍企業グループ等は、企業グループ等（次に掲げるものをいい、多国

籍企業グループ等に該当するものに限る。）のうち、各対象会計年度の直前の４

対象会計年度のうち２以上の対象会計年度の総収入金額が７億 5,000 万ユーロ相

当額以上であるものとする。 

（1）連結財務諸表等に財産及び損益の状況が連結して記載される会社等及び連結

の範囲から除外される一定の会社等に係る企業集団のうち、最終親会社（他の

会社等の支配持分を直接又は間接に有する会社等（他の会社等がその支配持分

を直接又は間接に有しないものに限る。）をいう。）に係るもの 

（2）会社等（上記（1）に掲げる企業集団に属する会社等を除く。）のうち、その

会社等の恒久的施設等の所在地国がその会社等の所在地国以外の国又は地域で

あるもの 

（注１）上記の「多国籍企業グループ等」とは、次に掲げる企業グループ等をいう。 

① 上記（1）に掲げる企業グループ等に属する会社等の所在地国（その会

社等の恒久的施設等がある場合には、その恒久的施設等の所在地国を含

む。）が２以上ある場合のその企業グループ等その他これに準ずるもの 

② 上記（2）に掲げる企業グループ等 

（注２）上記の「恒久的施設等」とは、会社等の所在地国以外の国又は地域（以下

「他方の国」という。）においてその会社等の事業が行われる場合における

次に掲げる場所等をいう。 

① 租税条約等がある場合において、その租税条約等に基づいて当該他方の
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国における恒久的施設又はこれに相当するものとして取り扱われる事業が

行われる場所等（その租税条約等（その事業から生ずる所得の範囲を定め

る租税条約等であって、ＯＥＣＤモデル租税条約等において認められる方

法によりその範囲を定めるものに限る。）において当該他方の国がその恒

久的施設又はこれに相当するものを通じて行われる事業から生ずる所得に

対して租税を課することとされるものに限る。） 

② 租税条約等がない場合において、当該他方の国が当該他方の国において

行われる事業から生ずる所得に対して租税を課するときにおけるその事業

が行われる場所等 

③ 当該他方の国に法人の所得に対して課される租税が存在しない場合にお

いて、ＯＥＣＤモデル租税条約第５条の恒久的施設に該当するその事業が

行われる場所等（その事業から生ずる所得の全部又は一部がＯＥＣＤモデ

ル租税条約第７条の恒久的施設帰属所得に該当するものに限る。） 

④ 当該他方の国においてその会社等の事業が行われる場所等が①から③ま

でに掲げる場所等に該当しない場合において、その会社等の所在地国がそ

の事業から生ずる所得に対して租税を課さないときにおける当該他方の国

におけるその事業が行われる場所等 

４ 所在地国の判定 

所在地国は、次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域とす

る。 

（1）会社等（導管会社等を除く。） 次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次

に定める国又は地域 

① 国又は地域の法人税又は法人税に相当する税に関する法令において課税上

の居住者とされる会社等 その国又は地域 

② ①に掲げる会社等以外の会社等 その会社等が設立された国又は地域 

（2）導管会社等（最終親会社等（上記３（1）の最終親会社及び上記３（2）に掲

げる会社等をいう。以下同じ。）であるもの又は国若しくは地域の租税に関す

る法令において国際最低課税額に対する法人税に相当するものを課することと

されるものに限る。） その設立された国又は地域 

（3）恒久的施設等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域 
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① 上記３（注２）①に掲げる恒久的施設等に該当する場合 上記３（注２）

①の他方の国 

② 上記３（注２）②に掲げる恒久的施設等に該当する場合 上記３（注２）

②の他方の国 

③ 上記３（注２）③に掲げる恒久的施設等に該当する場合 上記３（注２）

③の他方の国 

５ 構成会社等の範囲 

構成会社等は、次に掲げるものとする。 

（1）上記３（1）に掲げる企業グループ等に属する会社等（政府関係機関、国際

機関その他の一定の会社等を除く。） 

（2）（1）に掲げる会社等の恒久的施設等 

（3）上記３（2）に掲げる会社等（政府関係機関、国際機関その他の一定の会社

等を除く。） 

（4）（3）に掲げる会社等の恒久的施設等 

６ 対象会計年度 

対象会計年度は、多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結財務諸表等の作

成に係る期間とする。 

７ 税額の計算 

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）の額は、各対象会計

年度の国際最低課税額（課税標準）に 100 分の 90.7 の税率を乗じて計算した金

額とする。 

８ 申告及び納付等 

（1）特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各対象会計年度の国際最低課

税額に対する法人税（仮称）の申告及び納付は、各対象会計年度終了の日の翌

日から１年３月（一定の場合には、１年６月）以内に行うものとする。ただし、

当該対象会計年度の国際最低課税額（課税標準）がない場合は、当該申告を要

しない。 

（2）電子申告の特例等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、

その他所要の措置を講ずる。 
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二 国際最低課税額（課税標準） 

国際最低課税額は、構成会社等である内国法人が属する特定多国籍企業グルー

プ等のグループ国際最低課税額のうち、その特定多国籍企業グループ等に属する

他の構成会社等（我が国を所在地国とするものを除く。）又はその特定多国籍企

業グループ等に係る共同支配会社等（我が国を所在地国とするものを除く。）に

配賦される会社等別国際最低課税額に対して内国法人の所有持分等を勘案して計

算した帰属割合を乗じて計算した金額の合計額とする（下記１から５までを参

照）。 

（注）上記の「共同支配会社等」とは、次に掲げるものをいう。 

① 最終親会社等の連結財務諸表等において持分法が適用される会社等で、そ

の最終親会社等が直接又は間接に有する所有持分の割合が 50％以上である

もの（特定多国籍企業グループ等の最終親会社等その他の一定の会社等を除

く。） 

② ①に掲げる会社等の連結財務諸表等にその財産及び損益の状況が連結して

記載される会社等（政府関係機関、国際機関その他の一定の会社等を除く。） 

③ ①又は②に掲げる会社等の恒久的施設等 

１ グループ国際最低課税額の計算 

グループ国際最低課税額は、「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」と

「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」とを合計した金額とする。 

（1）構成会社等に係るグループ国際最低課税額 

構成会社等に係るグループ国際最低課税額は、次に掲げる場合の区分に応じ

それぞれ次に定める金額の合計額とする。 

① 構成会社等の所在地国における国別実効税率が 15％（基準税率）を下回

り、かつ、その所在地国に係る国別グループ純所得の金額（その所在地国を

所在地国とする全ての構成会社等に係る個別計算所得金額（個別計算所得等

の金額が零を超える場合におけるその零を超える額をいう。以下同じ。）の

合計額からその所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算損失

金額（個別計算所得等の金額が零又は零を下回る場合のその零又はその零を

下回る額をいう。以下同じ。）の合計額を控除した残額をいう。以下同じ。）

がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除
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した残額 

（注）上記の「国別実効税率」とは、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうち

に占める割合をいう。 

イ 国別調整後対象租税額（その構成会社等の所在地国を所在地国とする

全ての構成会社等の調整後対象租税額の合計額をいう。以下同じ。） 

ロ 国別グループ純所得の金額 

イ その所在地国に係る当期国別国際最低課税額 

（イ）に掲げる金額から（ロ）に掲げる金額を控除した残額に、基準税

率からその所在地国における国別実効税率を控除した割合を乗じて計算し

た金額をいう。 

（イ）国別グループ純所得の金額 

（ロ）次に掲げる金額の合計額（実質ベースの所得除外額） 

ａ その所在地国を所在地国とする全ての構成会社等に係る給与その他

の一定の費用の額の５％に相当する金額 

（注）上記の「５％」の割合について、次に掲げる対象会計年度の区分

に応じそれぞれ次に定める割合とする経過措置を設ける。 

（ａ）令和６年４月１日から同年 12 月 31 日までの間に開始する対象

会計年度 9.8％ 

（ｂ）令和７年中に開始する対象会計年度 9.6％ 

（ｃ）令和８年中に開始する対象会計年度 9.4％ 

（ｄ）令和９年中に開始する対象会計年度 9.2％ 

（ｅ）令和 10 年中に開始する対象会計年度 9.0％ 

（ｆ）令和 11 年中に開始する対象会計年度 8.2％ 

（ｇ）令和 12 年中に開始する対象会計年度 7.4％ 

（ｈ）令和 13 年中に開始する対象会計年度 6.6％ 

（ｉ）令和 14 年中に開始する対象会計年度 5.8％ 

ｂ その所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の有形固定資産そ

の他の一定の資産の額の５％に相当する金額 

（注）上記の「５％」の割合について、次に掲げる対象会計年度の区分

に応じそれぞれ次に定める割合とする経過措置を設ける。 
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（ａ）令和６年４月１日から同年 12 月 31 日までの間に開始する対象

会計年度 7.8％ 

（ｂ）令和７年中に開始する対象会計年度 7.6％ 

（ｃ）令和８年中に開始する対象会計年度 7.4％ 

（ｄ）令和９年中に開始する対象会計年度 7.2％ 

（ｅ）令和 10 年中に開始する対象会計年度 7.0％ 

（ｆ）令和 11 年中に開始する対象会計年度 6.6％ 

（ｇ）令和 12 年中に開始する対象会計年度 6.2％ 

（ｈ）令和 13 年中に開始する対象会計年度 5.8％ 

（ｉ）令和 14 年中に開始する対象会計年度 5.4％ 

ロ その所在地国に係る再計算国別国際最低課税額 

その対象会計年度前に開始した各対象会計年度（ロにおいて「過去対象

会計年度」という。）における当期国別国際最低課税額につき再計算を行

うことが求められる場合において、当初の当期国別国際最低課税額がその

過去対象会計年度終了の日後に生じた一定の事情を勘案して再計算を行っ

た当期国別国際最低課税額に満たないときのその満たない金額をいう。 

ハ その所在地国に係る未分配所得国際最低課税額 

課税分配法を適用した構成会社等（各種投資会社等に該当するものに限

る。）について、個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなか

った部分の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。 

（注１）上記の「課税分配法」とは、国別実効税率の計算において、特定多

国籍企業グループ等に属する各種投資会社等の所得について、その所

得が分配されたときに、その各種投資会社等の持分を有する構成会社

等の所得として計算する方法をいう。 

（注２）上記の「各種投資会社等」とは、次に掲げるものをいう。 

（イ）投資会社等 

（ロ）不動産投資会社等 

（ハ）投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する一定の

会社等 

（ニ）保険投資会社等 
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ニ その所在地国に係る自国内国際最低課税額に係る税（我が国以外の国又

は地域の租税に関する法令において、その国又は地域を所在地国とする特

定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に対して課される税（その国

又は地域における国別実効税率に相当する割合が基準税率に満たない場合

のその満たない部分の割合その他の事情を勘案して計算される金額を課税

標準とするものに限る。）又はこれに相当する税をいう。以下同じ。）の額 

② 構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、

その所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げ

る金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額 

イ その所在地国に係る再計算国別国際最低課税額 

ロ その所在地国に係る未分配所得国際最低課税額 

ハ その所在地国に係る自国内国際最低課税額に係る税の額 

③ 構成会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合 イ及

びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額（国別調整後

対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が特定国別調整後対象租税額を

超える場合にあっては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる

金額を控除した残額） 

イ その所在地国に係る再計算国別国際最低課税額 

ロ その所在地国に係る未分配所得国際最低課税額 

ハ 国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額からその所在地

国に係る特定国別調整後対象租税額（（イ）に掲げる金額から（ロ）に掲

げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。）を控

除した残額 

（イ）その所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算損失金額

の合計額 

（ロ）その所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算所得金額

の合計額 

ニ その所在地国に係る自国内国際最低課税額に係る税の額 

（注１）その所在地国に特定構成会社等（次に掲げる構成会社等をいう。（注１）

において同じ。）とそれ以外の構成会社等がある場合における上記（1）の
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金額は、それぞれの特定構成会社等（その所在地国に特定構成会社等（②

に掲げるものに限る。）のみで構成される企業集団がある場合にはその企

業集団に属する他の特定構成会社等（②に掲げるものに限る。）を含むも

のとし、その所在地国に特定構成会社等（③に掲げるものに限る。）以外

の他の特定構成会社等（③に掲げるものに限る。）がある場合には当該他

の特定構成会社等を含む。）ごとに計算する。 

① 被少数保有構成会社等（②及び③に掲げるものを除く。） 

② 被少数保有親構成会社等（③に掲げるものを除く。）又は被少数保有

子構成会社等（③に掲げるものを除く。） 

③ 各種投資会社等 

（注２）上記（注１）①の「被少数保有構成会社等」とは、最終親会社等が直接

又は間接に有する所有持分の割合が 30％以下である構成会社等をいう。 

（注３）上記（注１）②の「被少数保有親構成会社等」とは、他の被少数保有構

成会社等の支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等（他の

被少数保有構成会社等がその支配持分を直接又は間接に有しないものに限

る。）をいい、「被少数保有子構成会社等」とは、被少数保有親構成会社等

がその支配持分を直接又は間接に有する被少数保有構成会社等をいう。 

（注４）構成会社等が無国籍構成会社等（構成会社等のうち所在地国がないもの

をいう。）である場合における上記（1）の金額は、その無国籍構成会社等

ごとに計算する点や実質ベースの所得除外額の控除が認められない点等を

除き、基本的に同様の計算とする。 

（2）共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額 

特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る「共同支配会社等に

係るグループ国際最低課税額」の計算については、基本的に「構成会社等に係

るグループ国際最低課税額」の計算と同様とする。 

２ 会社等別国際最低課税額の計算 

会社等別国際最低課税額は、「グループ国際最低課税額」のうち、特定多国籍

企業グループ等に属する構成会社等（我が国を所在地国とするものを除く。）の

所在地国に係る上記１（1）①から③までに定める金額に、その構成会社等の個

別計算所得金額がその所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の個別計算所
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得金額の合計額のうちに占める割合等を乗じて計算した金額とする。 

（注）共同支配会社等（我が国を所在地国とするものを除く。）に係る会社等別国

際最低課税額の計算についても、基本的に構成会社等に係る会社等別国際最低

課税額の計算と同様とする。 

３ 国際最低課税額の計算 

国際最低課税額は、内国法人が所有持分を有する次に掲げる構成会社等（恒久

的施設等を除く。３において同じ。）の区分に応じそれぞれ次に定めるところに

より計算した金額を合計した金額とする。 

（1）その内国法人（その構成会社等の最終親会社等、中間親会社等（その構成会

社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）又は外国

におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合にお

ける中間親会社等その他の一定の要件を満たす中間親会社等を除く。（2）にお

いて同じ。）又は被部分保有親会社等（その構成会社等に係る各対象会計年度

の国際最低課税額に対する法人税（仮称）又は外国におけるこれに相当する税

を課することとされる他の被部分保有親会社等がその被部分保有親会社等の持

分の全部を直接又は間接に有する場合におけるその被部分保有親会社等を除く。

（2）において同じ。）に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除

く。３において同じ。）がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等

（（2）に掲げるものを除く。） その構成会社等のその対象会計年度に係る会

社等別国際最低課税額に帰属割合（その内国法人の所有持分等を勘案して計算

した割合をいう。（2）において同じ。）を乗じて計算した金額 

（2）その内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会

社等（当該他の構成会社等（その構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親

会社等に該当するものに限る。）がその構成会社等のその対象会計年度に係る

国際最低課税額等（その対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国における

これに相当するものをいう。）を有する場合におけるその構成会社等に限る。） 

●その構成会社等のその対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割

合を乗じて計算した金額からその計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰

せられる部分の金額として計算した金額を控除した残額 

（注１）上記の「被部分保有親会社等」とは、次に掲げる要件の全てを満たす一
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定の構成会社等をいう。 

① 特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又はその特定多国

籍企業グループ等に係る共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間

接に有すること。 

② その特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等以外の者が直

接又は間接に有するその構成会社等に対する一定の所有持分の割合が

20％を超えること。 

（注２）内国法人が所有持分を有する会社等の恒久的施設等に係る国際最低課税

額の計算については、会社等がその会社等の恒久的施設等に対して有する

所有持分の割合を 100％として計算する点を除き、基本的に同様の計算と

する。 

（注３）内国法人が所有持分を有する共同支配会社等に係る国際最低課税額の計

算については、基本的に内国法人が所有持分を有する構成会社等に係る国

際最低課税額の計算と同様とする。 

４ 個別計算所得等の金額の計算 

個別計算所得等の金額は、当期純損益金額（最終親会社等の連結財務諸表等の

作成の基礎となる構成会社等の純損益をいう。以下同じ。）につき、次に掲げる

調整等を行って計算した金額とする。 

（1）構成会社等の恒久的施設等がある場合において、その恒久的施設等に係る個

別財務諸表があるときは、その個別財務諸表に基づいて、当期純損益金額のう

ち恒久的施設等に帰せられる金額を計算する。また、その恒久的施設等に係る

個別財務諸表がない場合は、その恒久的施設等が独立した会社等であるものと

して、当期純損益金額のうち恒久的施設等に帰せられる金額を計算する。 

（2）当期純損益金額のうちに含まれる次に掲げる金額等を除外する。 

① 構成会社等が１年以上保有している所有持分又は一定の保有割合を有する

所有持分に係る受取配当等の金額 

② 国際海運所得等の金額 

（注）共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算については、基本的に構

成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算と同様とする。 

５ 調整後対象租税額の計算 
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調整後対象租税額は、国別実効税率を計算するための基準とすべき税の額とし

て構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額及び税効

果会計の適用により計上される対象租税の調整額につき、次に掲げる調整等を行

って計算した金額とする。 

（1）個別計算所得等の金額の計算上、恒久的施設等に帰せられる当期純損益金額

がある場合には、その当期純損益金額に対応する対象租税の額についても恒久

的施設等に帰せられる金額を計算する。 

（2）外国子会社合算税制又は外国におけるこれに相当する税制により構成会社等

又は共同支配会社等の所得相当額に対して課された税額について、一定の方法

によりその構成会社等又は共同支配会社等に配分を行う。 

（注）上記の「対象租税」とは、構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法

人税その他の一定の税をいう。 

 

三 その他 

１ 適用免除基準 

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等（各種投資会社等を除く。１に

おいて同じ。）が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合に

は、その構成会社等の所在地国における当期国別国際最低課税額は、零とする。 

（1）その構成会社等の所在地国におけるその対象会計年度及びその対象会計年度

の直前の２対象会計年度に係るその特定多国籍企業グループ等の収入金額の平

均額として計算した金額が 1,000 万ユーロ相当額に満たないこと。 

（2）その構成会社等の所在地国におけるその対象会計年度及びその対象会計年度

の直前の２対象会計年度に係るその特定多国籍企業グループ等の利益又は損失

の額の平均額として計算した金額が 100 万ユーロ相当額に満たないこと。 

（注）共同支配会社等に係る適用免除基準についても、基本的に構成会社等に係る

適用免除基準と同様とする。 

２ 一定の国別報告事項における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準を措置

するほか、所要の措置を講ずる。 

３ 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）は、青色申告制度の

対象外とする。ただし、更正の理由付記の対象とし、推計課税の対象外とする。 
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また、質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様

とし、その他所要の措置を講ずる。 

 

四 特定基準法人税額に対する地方法人税（国税）（仮称）の創設 

１ 課税の対象 

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各課税対象会計年度の特定基準

法人税額には、特定基準法人税額に対する地方法人税（仮称）を課する。 

２ 税額の計算 

（1）特定基準法人税額に対する地方法人税（仮称）の額は、各課税対象会計年度

の特定基準法人税額（課税標準）に 907 分の 93 の税率を乗じて計算した金額

とする。 

（2）特定基準法人税額は、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮

称）の額とする。ただし、附帯税の額を除く。 

３ 申告及び納付等 

（1）特定基準法人税額に対する地方法人税（仮称）の申告及び納付は、各課税対

象会計年度終了の日の翌日から１年３月（一定の場合には、１年６月）以内に

行うものとする。 

（2）電子申告の特例等については、基準法人税額に対する地方法人税と同様とし、

その他所要の措置を講ずる。 

４ その他 

質問検査、罰則等については、基準法人税額に対する地方法人税と同様とし、

その他所要の措置を講ずる。 

 

五 情報申告制度の創設 

１ 概要 

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、特定多国籍

企業グループ等に属する構成会社等の名称、その構成会社等の所在地国ごとの国

別実効税率、その特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額その他必

要な事項及び上記三１の適用を受けようとする旨等（特定多国籍企業グループ等

報告事項等）を、各対象会計年度終了の日の翌日から１年３月（一定の場合には、
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１年６月）以内に、電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により、納税地

の所轄税務署長に提供しなければならない。 

（注１）特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供は、英語により行うものとす

る。 

（注２）特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供しなければならないこととさ

れる内国法人が複数ある場合には、これらの内国法人を代表する１社が特定

多国籍企業グループ等報告事項等を提供すれば足りることとする。 

２ 提供義務の免除 

特定多国籍企業グループ等の最終親会社等（指定提供会社等を指定した場合に

は、指定提供会社等。２において同じ。）の所在地国の税務当局がその特定多国

籍企業グループ等に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を我が国に

対して行うことができると認められるときは、その特定多国籍企業グループ等報

告事項等の提供義務者である内国法人の提供義務を免除する。 

ただし、特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供義務が免除される内国法

人は、その特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報（最終親会社

等届出事項）を、各対象会計年度終了の日の翌日から１年３月（一定の場合には、

１年６月）以内に、電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により、納税地

の所轄税務署長に提供しなければならない。 

（注１）上記の「指定提供会社等」とは、特定多国籍企業グループ等報告事項等を

提供する者として最終親会社等が指定した構成会社等をいう。 

（注２）最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人が

複数ある場合には、これらの内国法人を代表する１社が最終親会社等届出事

項を提供すれば足りることとする。 

３ その他 

特定多国籍企業グループ等報告事項等の不提供及び虚偽報告に対する罰則を設

ける。 

 

六 上記の改正に伴い、所要の措置を講ずる。 

 

七 適用関係 
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１ 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）は、内国法人の令和

６年４月１日以後に開始する対象会計年度から適用する。 

２ 特定基準法人税額に対する地方法人税（仮称）は、内国法人の令和６年４月１

日以後に開始する課税対象会計年度から適用する。 

３ 上記五及び六の改正は、内国法人の令和６年４月１日以後に開始する対象会計

年度の国際最低課税額に対する法人税（仮称）について適用する。 
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Ⅱ 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 

 

我が国の防衛力の抜本的な強化を行うに当たり、歳出・歳入両面から安定的な

財源を確保する。税制部分については、令和９年度に向けて複数年かけて段階的

に実施することとし、令和９年度において、１兆円強を確保する。具体的には、

法人税、所得税及びたばこ税について、以下の措置を講ずる。 

 

① 法人税 

法人税額に対し、税率４～4.5％の新たな付加税を課す。中小法人に配慮す

る観点から、課税標準となる法人税額から 500 万円を控除することとする。 

 

② 所得税 

所得税額に対し、当分の間、税率１％の新たな付加税を課す。現下の家計を

取り巻く状況に配慮し、復興特別所得税の税率を１％引き下げるとともに、課

税期間を延長する。延長期間は、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、

復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとする。 

廃炉、特定復興再生拠点区域の整備、特定復興再生拠点区域外への帰還・居

住に向けた具体的な取組みや福島国際研究教育機構の構築など息の長い取組み

をしっかりと支援できるよう、東日本大震災からの復旧・復興に要する財源に

ついては、引き続き、責任を持って確実に確保することとする。 

 

③ たばこ税 

３円／１本相当の引上げを、国産葉たばこ農家への影響に十分配慮しつつ、

予見可能性を確保した上で、段階的に実施する。 

 

  以上の措置の施行時期は、令和６年以降の適切な時期とする。 

 



（参考１）

平年度 初年度

１．個人所得課税

NISAの抜本的拡充・恒久化 0

２．資産課税

資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築 70 -

３．法人課税

（１）オープンイノベーション促進税制の拡充 ▲ 30 ▲ 30

（２）研究開発税制の見直し ▲ 130 ▲ 90

（３）その他の租税特別措置の見直し 50 30

　　法人課税　計 ▲ 110 ▲ 90

４．消費課税

（１）承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置の創設等 ▲ 10 -

（２）航空機燃料税の税率の見直し 190 -

　　消費課税　計 180 -

▲ 90

（注１） 上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。

（注２）

合 計 ▲10

令和5年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額

（単位：億円）

改　　正　　事　　項

▲150

原子力発電施設解体準備金制度の廃止による増収見込額は130億円（1年当たり）であるが、この準備金制度の廃止と併せて創設さ
れる、使用済燃料再処理・廃炉推進機構（仮称）への廃炉拠出金（仮称）については、法人税法上、損金算入されることとなる。

（注３） 5年度改正における自動車重量税のエコカー減税の見直しによる増収見込額は平年度350億円、初年度20億円（特別会計分を含
む）。他方、3年度から5年度にかけて追加的に発生したエコカー減税制度による減収見込額は▲110億円程度（特別会計分を含む）。

（注４） ダイレクト納付の利便性の向上によって、令和5年度に帰属する予定であった法人税額の一部（20億円）及び消費税額の一部（30億
円）が、納付時期のずれにより、令和6年度税収に帰属することとなる。
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（参考２）

　 （単位：億円）

１　法人事業税 ▲ 3 ▲ 3

　(株)脱炭素化支援機構に係る資本割の課税標準の特例措置の ▲ 3 ▲ 3

　創設

２　不動産取得税 ▲ 1 ▲ 1

　都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整 ▲ 1 ▲ 1

　備地域において取得する公共施設等に係る課税標準の特例措

　置の拡充等

３　車体課税 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 2

　先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る自動車税環境 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 2

　性能割の課税標準の特例措置の拡充及び適用期限の延長

４　固定資産税 ▲ 35 ▲ 35

 （1）中小企業等の生産性向上や賃上げの促進に資する償却資 ▲ 15 ▲ 15

　　　産の導入に係る特例措置の創設

 （2）福島国際研究教育機構に係る税制上の優遇措置の創設 ▲ 9 ▲ 9

 （3）その他 ▲ 11 ▲ 11

５　事業所税 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1

　博物館に係る非課税措置の拡充 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1

合　　　　計 ▲ 6 ▲ 36 ▲ 41 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 3

国税の税制改正に伴うもの ▲ 47 ▲ 47

　個人住民税 ▲ 50 ▲ 50

　法人事業税 3 3

再　　　　計 ▲ 53 ▲ 36 ▲ 89 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 3

令和５年度の税制改正（地方税関係）による増減収見込額

改　正　事　項
平　年　度 初　年　度

道府県税

（注２）　令和５年度改正における環境性能割の税率区分の見直し及びグリーン化特例（軽課）の見直しによる増収見込額は平年度450億円、

市町村税

          初年度68億円。他方、令和３年度から令和５年度にかけて追加的に発生した環境性能割における減収見込額は▲374億円程度。

計 道府県税 市町村税 計

（注１）　上記の計数は１億円未満を四捨五入しているため、計とは一致しない場合がある。
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